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Ⅰ．建学の精神と教育理念

　中九州短期大学は、昭和４９年４月１日、熊本県南の高等教育機関の拠点として熊本県八
代市平山新町4438番地に設立された。
本田弘人初代学長は広瀬淡窓の咸宜園塾創立の精神に倣い、建学の精神を『師弟の和熟によ
る人間形成』とされ、この精神が現在に継承されている。
その建学の精神には、親切に、個性を尊重し、のびのびと、和やかで、溌剌とした学園たら
しめたいという願いが込められている。
また、この『師弟の和熟による人間形成』ということばは、一世紀の余も昔、旧制第五高等
学校（現熊本大学）の記念式典における教師を代表しての式辞の一節に示されている。すな
わち、「夫れ教育は建国の基礎にして師弟の和熟は育英の大本たり」と。この言葉は、現在
熊本大学内の石碑に刻まれている。
　本学の高等教育機関としての使命が、短期大学の２年間の教育期間を経て社会に有用な人
材を育成することを自覚し、建学の精神である『師弟和熟による人間形成』を反映して、以
下のように教育理念を掲げ、日々の教育活動に励んでいる。
　①「師弟愛」と「友情」の涵養
　②人間教育を基礎として「個人の持つ可能性」の探求
　③地域社会・文化・産業の発展に向けた有為な人材の育成
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Ⅱ．３つのポリシー

 【１】アドミッションポリシー（入学生受入方針）
　本学では、建学の精神である「師弟の和熟による人間形成」を実現するために、人間教育
を基礎とした個人の持つ可能性の探求と地域社会・文化・産業の発展に向けた有為の人材の
育成を目指しています。そのために次のような人材を求めています。

　経営福祉学科では、急激な高齢化や高度情報通信化などの社会の変化に対応できる、広い
視野と的確な判断力を備えた積極的で意欲ある人材を求めています。
とくに、現代社会の急激な変化に対応していくために、各自の個性に応じた専門知識と技術
の習得を目指します。
　幼児保育学科では、将来、保育所・幼稚園・社会福祉施設などで活躍したいと考え、保育
士資格や幼稚園教諭二種免許状の取得を目指す人を求めます。そのなかで専門職としての自
覚を持ち専門的な知識や技術のみならず基礎教養を習得し、かつ常識的な生活感を身につけ
た保育者を目指します。

 【２】カリキュラムポリシー（教育課程編成方針）
 （１） 幼児保育学科
　本学科では前述のディプロマポリシーに基づき以下のようにカリキュラム編成を行ってい
る。
　本学科のカリキュラムは保育士免許および幼稚園教諭二種免許取得の指定科目が大半を占
めており、厚生労働省・文部科学省が卒業までに達成すべき学習成果と保育士、幼稚園教諭
など保育者として身につけるべき力を明示している。また、『師弟の和熟による人間形成』
という建学の精神に基づき、保育者としての人間性の醸成、地域のニーズに対応できる人材
育成を目指すことを示している。
　これらの指針に従い、本学科の教育課程では、基礎教養科目、専門教育科目、及び各種資
格取得に関する科目から構成している。基礎教養科目では、多様な教養を身につけることで
人格形成を目指し保育者としての人間形成を行う。専門科目では、保育者としての高度な専
門性を身につけるため、保育・幼児教育などの知識と技術が体系的に学ぶことができる科目
構成となっている。

 （２） 経営福祉学科
　・介護福祉士コース
　介護福祉士コースのカリキュラムはその大半を介護福祉士資格取得のための指定科目が
占めており、厚生労働省が卒業までに到達すべき学習成果と介護福祉士として身につける
べき力を明示している。
　これらの指針に従い、本コースでは介護福祉士養成における「介護」、「人間と社会」及
び「こころとからだのしくみ」の３領域に編成し、領域ごとの連携を重視しながら、カリ
キュラムの編成に努めている。

　・国際・ビジネスコース
　本コースでは、ディプロマポリシーに基づき以下のようにカリキュラムを編成している。
①　簿記やコンピュータを専門に習い、企業人としての専門知識を持った人材を育成する。
②　少人数教育を中心とした学生と教員の親睦を深めた人間教育を行う。
③　企業人としての基礎的素養および学力を身につける。
④　実学を重視して演習科目に力を入れる。
⑤　正規の授業科目を補充するための特別講座を開講する。

 【３】ディプロマポリシー（学位授与の方針）
　本学は、建学以来の『師弟の和熟による人間形成』という建学の精神に基づき前述のよう
に三つの教育理念を定めている。（Ⅰ）
　その建学の精神・教育理念を反映して、各学科において教育目標が定められている。（Ⅲ）
　ディプロマポリシーは卒業認定、学位授与の方針を意味するが、基本的には本学の教育理
念に基づく教育目標を２ヶ年間の教育期間において達成できたものおよびカリキュラムに明
示されたに所定の単位取得者に学位を授与することになる。
　各学科・コースのディプロマポリシーは、以下の通りである。

 （１）幼児保育学科
　幼児保育学科の教育目標は、つぎの三つである。
　①　理論と実践の融合を図り、保育者としての専門性を自覚すること。
　②　社会的な常識や、幅広い教養を身につけること。
　③　時代にあった生活感を身につけること。
　幼児保育学科の所定の卒業単位数は64単位と定められている。ただし、保育士免許および
幼稚園教諭二種免許取得のためには、厚生労働省・文部科学省の要求する単位数の取得が求
められる。

 （２）経営福祉学科
　経営福祉学科の教育目標は、つぎの四つである。
　①　多様化した社会での「生活力」の涵養。
　②　基礎学力の重視と補習授業の徹底。
　③　実学に重点を置いた実践教育。
　④　地域社会との交流の促進。
　経営福祉学科では介護福祉士コースと国際・ビジネスコースを設けている。それぞれコー
スの特性に応じて、以下のような人材の育成を目指している。
　介護福祉士コースの場合は、「あらゆる介護場面に汎用できる基本的知識・技術を養い、
自立支援の観点から尊厳ある介護実践ができ、かつ思いやり愛情ある介護福祉士の養成する
こと」を目的とする。
　国際・ビジネスコースの場合は、現在の複雑で多様なグローバル社会を生き抜く力を持っ
た人材の育成を目的とする。
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Ⅲ．学科の教育目標

幼児保育学科

　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育士・幼稚園
教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社会の発展に貢献する人
材を育成することを目的としている。
　さらに、幼児保育学科における二つのコース（保育総合，こども心理）の分野の特性を活
かした保育者養成の目的を達成するため、以下の３つの教育目標を掲げている。
１）理論と実践の融合を図り、保育者としての専門性を自覚すること。
２）社会的な常識や、幅広い教養を身につけること。
３）時代にあった生活感を身につけること。
　加えて、教員（幼稚園教諭）養成については、以下の３つの教育目標を掲げている。
１）理論と実践を融合させ、専門性を身につけた保育者の養成。
２）社会的な常識や、幅広い教養を身につけた保育者の養成。
３）現場での実践力とコミュニケーションスキルに優れた保育者の養成。

経営福祉学科

　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技能を習得さ
せ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業人および介護福祉士と
しての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養成を目的とする。
　さらに、経営福祉学科における２つのコース（国際・ビジネス，介護福祉士）の特性を活
かした、地域の活性化に資する人材育成の目的を達成するため、以下の４つの教育目標を掲
げている。
１）多様化した社会での「生活力」の涵養。
２）基礎学力の重視と補習授業の徹底。
３）実学に重点を置いた実践教育。
４）地域社会との交流の促進。
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Ⅳ．学 科 の 概 要

　本学には、経営福祉学科と幼児保育学科の二学科が置かれています。
 【１】 経営福祉学科では、急激な高齢化や高度情報通信化などの社会の変化に対応できる、
広い視野と的確な判断力をそなえた積極的で意欲ある人材の育成を目的としています。
　とくに、現代社会の急激な変化に対応していくために、各自の個性に応じた専門知識と
技術の習得を意図し、次の二つのコースが開設されています。　

１．【介護福祉士コース】
　わが国は、現在高齢化社会・長寿社会を迎えており、人の健康・福祉に関する問題が大
きな社会的課題になっています。このような社会状況に適切に対応するために、介護福祉
士コースでは、人と人との関わり合いやコミュニケーション能力、生活知識の習得をベー
スに、介護関連の知識や技術の他、経営に必要な請求業務や福祉用具に関することなどを
幅広く学び、最も基本となる人間性の育成に努め、温かい心を持った介護福祉士を養成し
ます。
　また、現場でのインターンシップやボランティアなどを積極的に体験してもらいます。

２．【国際・ビジネスコース】
　会計は会社・事業所において必用不可欠な業務であり、コンピュータの知識は現代の高
度情報化、通信化社会においてますます重要視されています。また、急速にグローバル化
が進む現代においては、外国人とのコミュニケーションや異文化交流は重要度を増してき
ています。
　国際・ビジネスコースでは、企業や事業所の体力を把握し、社会的な背景を分析した上
で将来的な財務戦略を組み立て、様々な人たちとコミュニケーションをとることができる
ようなグローバルに活躍できる人材を育てます。
　また、このコースで所定の単位を取得した学生は、税理士受験資格が取得できます。

 【２】 幼児保育学科では、将来、保育所・幼稚園・社会福祉施設などで活躍したいと考えて
いる皆さんへ保育士資格や幼稚園教諭二種免許状を取得するための保育者養成を主たる目
的としています。専門職としての自覚を持ち専門的な知識や技術のみならず基礎教養を習
得し、なおかつ常識的な生活感を身につけている保育者の養成を目指しています。
　　２年次から学生の希望により、次のいずれかのコースで学んでゆくことになります。

１．【保育総合コース】
　体を動かす遊びや学びを中心としたコースです。子どもの遊びを豊かにできる保育者、
こどもの感性を伸ばすことのできる保育者を目指します。このコースでは、音楽・造形・
運動について幅広い知識と技術を学び、より専門的な保育実践力を身につけることができ
ます。
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２．【こども心理コース】
　心の理解と保育の実践を中心としたコースです。こどもの心に寄り添える保育者、子ど
もの心を受け止められる保育者を目指します。このコースではこどもの心、自分の心、い
ろいろな形の心理学を学ぶことができます。

　以上が両学科の概要ですが、そこに共通する特徴として「少人数教育」をあげることがで
きます。大規模な大学でよく見かけられるマス・プロ授業は、本学には皆無です。ゼミ形式
の授業は、学生と教員との人格的触れ合いを大切にして進められます。単なる知識の伝達だ
けが教育ではありませんので、諸君もこうした授業を通じて「人格の完成」をめざしてくだ
さい。
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Ⅴ．大学での教育について

⑴　大学とは

　「大学」とはいうまでもなく教育と研究を行う機関ですが、それはacademic freedomと
いう原理によって支えられています。このことは「学問の自由」とも呼ばれます。自由のな
いところには大学は存在しえないといってもいいでしょう。
　ところで「自由」とは何でしょうか。一般的には「何をしてもよい」とか「自分勝手」な
どというのが自由であると考えられているかもしれません。けれども、アカデミック・フリー
ダムでいう自由とは「自立」ないしは「自律」という意味なのです。
　自立とは、自分の足で立って歩くことです。歩いて行く方向や道順は自分で選ぶのです。
書物で調べたり先生や先輩に教えてもらったりすることももちろん必要ですが、歩くのは自
分なのです。速度は遅くとも自分の足で歩くことに意味があるのです。他の人に歩いてもらっ
たのでは自分は一歩も前進しません。
　その行動基準は各人が自分で持っていなければなりません。もちろん他の人の意見や助言
を求めることは大切ですが、それに振り回されたり言われるがままになったりしては自らを
律していることにはならないでしょう。
　高等学校とちがって大学はいろいろな面で「自由」です。しかし、上に述べたことからも
明らかなように、この自由には責任が伴います。その責任の最大のものは「真理の追求」に
対する責任です。何が正しいかを自由にかつ厳しく追い求めるところ－それが大学なので
す。
　大学では学生を子供扱いして教育するということはありません。大学は自由な世界・自立
した世界であるので、このことを守る責任は、その構成員である大学人一人一人が負わなけ
ればなりません。
　以上で大学が基本的にどういう原理で動いているかわかったことと思います。そこでつぎ
に中九州短期大学での教育について少し具体的に説明しましょう。

⑵　授業について

　大学では朝夕のホーム・ルームといった時間がありません。時間が来ればすぐ授業が始ま
り、その日自分の受ける授業が終われば帰ってもいいのです。もちろん図書館で勉強するの
もクラブ活動を行うのも自由です。また、高校のようなクラスとか学級担任といったものも
ありません。
　高校の授業と違う第二の点は、先生や科目によっては教科書を使用しない場合もあること
です。ですから自分でこまめにノートをとらなければなりません。授業中の先生の説明で重
要だと思ったことはどんどんメモしていくことが必要です。先生の話を聞いているだけとか
黒板に書かれた文字をノートに写すだけというのでは、いずれ授業がわからなくなってしま
います。

　最後にもうひとつ高校の授業との違いをあげるとすれば、それは自学自習の重要性という
ことです。大学は単に教育機関であるだけでなく研究機関でもあるのです。おおいに図書館
などを利用して授業中に紹介された書物とか関係がありそうだと思う本を積極的に読んで
いってください。そのようにして初めて大学の授業が成立するといっても過言ではありませ
ん。
　つぎに本学での教育のシステムを概説します。本学は二学期制を採用しています。つまり
一年が前期と後期とに分けられているのです。そして、定期試験はこの前期・後期のそれぞ
れの終わり頃に実施されます。（ただし授業科目によっては前期または後期の半年間だけで終
了する場合もありますから、こういう科目については定期試験は年一回ということになりま
す。）
　高校までは一時限の長さが50分前後ですが、大学ではこれがほぼ二倍になります。本学で
は90分単位の授業が一日に５時限組まれています。ただし、必ずしもこれらの授業の全部を
受ける必要はありません。卒業するのに必要な、あるいは免許・資格を取得するのに必要な
科目を選んで履修するのです。
　履修する授業科目は、大きく次のように分類されます。
　（ａ）教養科目
　（ｂ）専門教育科目
　卒業するためには、この（ａ）と（ｂ）の中から二年間にわたって、
　１．卒業に必要とされている科目（卒業必修科目）を選び
　２．それらを各年度の始めに登録し
　３．授業を受け
　４．定期試験に合格する
ということが必要です。免許や資格を取得する場合もこれに準じます。

⑶　指導教員について

　指導教員とは、学生の皆さんが学生生活をサポートする教員です。履修・成績についての
指導や助言、提出書類についての認証、進路についての指導や助言、その他必要と認められ
る場合の事項について指導を行います。

⑷　オフィスアワーについて

　オフィスアワーとは、学生が教員の研究室を訪ねて、学習に関することや学生生活につい
て相談が出来る時間です。このオフィスアワーの時間には、各教員は研究室に控えています
ので、相談したいことがあるときには研究室を訪ねてください。
　各教員のオフィスアワーについては、別途お知らせします。
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Ⅴ．大学での教育について

⑴　大学とは

　「大学」とはいうまでもなく教育と研究を行う機関ですが、それはacademic freedomと
いう原理によって支えられています。このことは「学問の自由」とも呼ばれます。自由のな
いところには大学は存在しえないといってもいいでしょう。
　ところで「自由」とは何でしょうか。一般的には「何をしてもよい」とか「自分勝手」な
どというのが自由であると考えられているかもしれません。けれども、アカデミック・フリー
ダムでいう自由とは「自立」ないしは「自律」という意味なのです。
　自立とは、自分の足で立って歩くことです。歩いて行く方向や道順は自分で選ぶのです。
書物で調べたり先生や先輩に教えてもらったりすることももちろん必要ですが、歩くのは自
分なのです。速度は遅くとも自分の足で歩くことに意味があるのです。他の人に歩いてもらっ
たのでは自分は一歩も前進しません。
　その行動基準は各人が自分で持っていなければなりません。もちろん他の人の意見や助言
を求めることは大切ですが、それに振り回されたり言われるがままになったりしては自らを
律していることにはならないでしょう。
　高等学校とちがって大学はいろいろな面で「自由」です。しかし、上に述べたことからも
明らかなように、この自由には責任が伴います。その責任の最大のものは「真理の追求」に
対する責任です。何が正しいかを自由にかつ厳しく追い求めるところ－それが大学なので
す。
　大学では学生を子供扱いして教育するということはありません。大学は自由な世界・自立
した世界であるので、このことを守る責任は、その構成員である大学人一人一人が負わなけ
ればなりません。
　以上で大学が基本的にどういう原理で動いているかわかったことと思います。そこでつぎ
に中九州短期大学での教育について少し具体的に説明しましょう。

⑵　授業について

　大学では朝夕のホーム・ルームといった時間がありません。時間が来ればすぐ授業が始ま
り、その日自分の受ける授業が終われば帰ってもいいのです。もちろん図書館で勉強するの
もクラブ活動を行うのも自由です。また、高校のようなクラスとか学級担任といったものも
ありません。
　高校の授業と違う第二の点は、先生や科目によっては教科書を使用しない場合もあること
です。ですから自分でこまめにノートをとらなければなりません。授業中の先生の説明で重
要だと思ったことはどんどんメモしていくことが必要です。先生の話を聞いているだけとか
黒板に書かれた文字をノートに写すだけというのでは、いずれ授業がわからなくなってしま
います。

　最後にもうひとつ高校の授業との違いをあげるとすれば、それは自学自習の重要性という
ことです。大学は単に教育機関であるだけでなく研究機関でもあるのです。おおいに図書館
などを利用して授業中に紹介された書物とか関係がありそうだと思う本を積極的に読んで
いってください。そのようにして初めて大学の授業が成立するといっても過言ではありませ
ん。
　つぎに本学での教育のシステムを概説します。本学は二学期制を採用しています。つまり
一年が前期と後期とに分けられているのです。そして、定期試験はこの前期・後期のそれぞ
れの終わり頃に実施されます。（ただし授業科目によっては前期または後期の半年間だけで終
了する場合もありますから、こういう科目については定期試験は年一回ということになりま
す。）
　高校までは一時限の長さが50分前後ですが、大学ではこれがほぼ二倍になります。本学で
は90分単位の授業が一日に５時限組まれています。ただし、必ずしもこれらの授業の全部を
受ける必要はありません。卒業するのに必要な、あるいは免許・資格を取得するのに必要な
科目を選んで履修するのです。
　履修する授業科目は、大きく次のように分類されます。
　（ａ）教養科目
　（ｂ）専門教育科目
　卒業するためには、この（ａ）と（ｂ）の中から二年間にわたって、
　１．卒業に必要とされている科目（卒業必修科目）を選び
　２．それらを各年度の始めに登録し
　３．授業を受け
　４．定期試験に合格する
ということが必要です。免許や資格を取得する場合もこれに準じます。

⑶　指導教員について

　指導教員とは、学生の皆さんが学生生活をサポートする教員です。履修・成績についての
指導や助言、提出書類についての認証、進路についての指導や助言、その他必要と認められ
る場合の事項について指導を行います。

⑷　オフィスアワーについて

　オフィスアワーとは、学生が教員の研究室を訪ねて、学習に関することや学生生活につい
て相談が出来る時間です。このオフィスアワーの時間には、各教員は研究室に控えています
ので、相談したいことがあるときには研究室を訪ねてください。
　各教員のオフィスアワーについては、別途お知らせします。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。



－16－

Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。

学　　科 経　　営　　福　　祉　　学　　科
授　　業　　科　　目　（単　位）科目分野

教養科目

専門教育科目

哲学Ⅰ(2)　哲学Ⅱ(2)　倫理学Ⅰ(2)  倫理学Ⅱ(2)  文学Ⅰ(2) 文学Ⅱ(2)
社会学概論Ⅰ(2)　社会学概論Ⅱ(2)　法学Ⅰ(2)　法学Ⅱ(2) 
心理学（2）　地域福祉論（2)　英語基礎(1)
英語応用(1)　英会話Ⅰ(2)　英会話Ⅱ(2)　中国語Ⅰ(2)　中国語Ⅱ(2)　
日本語基礎演習(2）　海外研修(2)　日本の歴史と文化(2）
◎ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ(1)　◎ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅡ(1)　◎ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅢ(1)
◎ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅣ(1) 経済学Ⅰ(2) 経済学Ⅱ(2) 国際経済論(4) 総合政策論(4)
会計学(4)　経済統計(2)　中小企業論(4)　経営学Ⅰ(2)　経営学Ⅱ(2)
所得税法(2)　相続税法(2)　法人税法(2)　簿記(4)　簿記演習(2)　
情報ビジネス論Ⅰ(2)　情報ビジネス論Ⅱ(2)　情報ビジネス論Ⅲ(4)　
ｅ-ビジネス論(2)　プログラミング演習Ⅰ(2) 　プログラミング演習Ⅱ(2)
システム設計(2)　コンピュータ概論(2)
コンピュータリテラシー(2)　税理事務実習(2)　　
文章技法Ⅰ(2)　文章技法Ⅱ(2)
社会福祉概論(2)
人間関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)　社会の理解Ⅰ(2)　社会の理解Ⅱ(1)
介護基本Ⅰ(4)　介護基本Ⅱ(1)　介護基本Ⅲ(4)　介護基本Ⅴ(1)　介護基本Ⅵ(1)
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術Ⅰ(1)　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術Ⅱ(1) 生活支援技術Ⅰ(2)
生活支援技術Ⅱ(1) 生活支援技術Ⅲ(1) 生活支援技術Ⅳ(2) 生活支援技術Ⅴ(1)
生活支援技術Ⅵ(1) 生活支援技術Ⅶ(2) 生活支援技術Ⅷ(2) 生活支援技術Ⅸ(1)
生活支援技術Ⅹ(2)
介護過程Ⅰ(1)　介護過程Ⅱ(1)　介護過程Ⅲ(2) 
介護過程Ⅳ(1)　介護総合演習Ⅰ(1)　介護総合演習Ⅱ(1)　介護総合演習Ⅲ(1)
介護総合演習Ⅳ(1)　介護実習Ⅰａ(2)　介護実習Ⅰｂ(2)　介護実習Ⅰｃ(2)
介護実習Ⅱ(4)　発達と老化の理解Ⅰ(2)　発達と老化の理解Ⅱ(1)
認知症の理解Ⅰ(2)　認知症の理解Ⅱ(1)　障がい理解Ⅰ(2)　障がい理解Ⅱ(1)
からだのしくみⅠ(4)　からだのしくみⅡ(2)　からだのしくみⅢ(2)
医療的ケア概論Ⅰ（2）　医療的ケア概論Ⅱ（2）　医療的ケア概論Ⅲ（1）
医療的ケア演習（1）

（◎は必修科目とする。）
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。

学　　科 幼　　児　　保　　育　　学　　科

授　　業　　科　　目　（単　位）科目
分野

教養科目

専門教育科目

　人間研究(2)　 文学(2)　心理学(2)
　日本国憲法(2)　 情報機器演習(2)　 海外研修(2)
◎外国語コミュニケーション(2)　 英会話(2)
◎体育実技(1)　 ◎体育講義(1)
◎こどもと健康(1)　 ◎こどもと人間関係(1) 　◎こどもと言葉(1)
◎こどもと表現(1)　 ◎基礎音楽(4) 　◎こどもと環境(1)
　保育者論(2)  ◎教育原理(2)　◎保育の心理学(2)
　こども家庭支援の心理学(2)　こども理解と援助(1)　教育制度論(2)
　教育史(2)　保育・教育課程論（計画と評価）(2)　 保育内容総論(1)
◎特別支援教育論(1)
◎保育内容【健康】(2)　 ◎保育内容【人間関係】(1)　◎保育内容【環境】(1)
◎保育内容【言葉】(1)　 ◎保育内容【表現Ⅰ】(1)　 ◎保育内容【表現Ⅱ】(2)
　保育内容指導法(2)　 教育方法論(2)　 保育臨床相談(2)　こども家庭支援の心理学(2)
　教育実習(4)　 教育実習指導(1)　 保育・教育実践演習（幼稚園）(2)
◎保育原理(2)　 ◎こども家庭福祉(2)　 社会福祉(2)　 子育て支援(1)　
　社会的養護Ⅰ(2)   ◎こどもの保健(2)   こどもの健康と安全(1)　
◎こどもの食と栄養(2)　こども家庭支援論(2)　乳児保育Ⅰ(2)　乳児保育Ⅱ(1)
　障害児保育(2)　社会的養護Ⅱ(1)　保育実習Ⅰ(4)
　保育実習指導Ⅰ(2)　保育実習Ⅱ(2)　保育実習指導Ⅱ(1)　保育実習Ⅲ(2)
　保育実習指導Ⅲ(1)　障害総論(2)　 
　こどもの音楽遊び(1）　こどもの造形遊び(1)　幼児造形(1)　　　　
　こどもの遊びと運動学(1)　臨床心理学(2)　 こどもの発達障害(1)
　保育現場の人間関係(1) 　保育現場のこどもと遊び(1)　
◎基礎ゼミ(2)　◎卒業研究(幼保）(2)　◎キャリアスタディ(1)　◎国語表現法(2)

（◎は必修科目とする。）
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。
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Ⅵ．中九州短期大学学則

  　 第一章  目的及び使命
第一条　中九州短期大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法に基づき、高等

教育の基礎の上に専門的な知識及び技能を教授研究し、本学の建学の精神に立脚して、
地域社会の文化の向上と福祉の増進に寄与する社会人を育成することを使命とする。

　　２　本学の設置する学科における人材養成に関する目的、その他教育上の目的を次のよ
うに定める。
⑴　幼児保育学科においては、保育に携わる教養や専門的な知識を習得させ、保育
士・幼稚園教諭として最も基本となる人間性を育み、社会的貢献を通じて地域社
会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
⑵　経営福祉学科においては、経営や情報および社会福祉に関する専門的知識・技
能を習得させ、職業人として最も基本となる人間性を育み、地域に根ざした企業
人および介護福祉士としての社会的貢献を通じて地域の活性化に資する人材の養
成を目的とする。

第二条　本学は教育・研究の水準向上を計り、前条の目的及び使命を達成するために、教育
研究活動、大学の運営の状況について自ら点検及び評価を行う。

　　２  前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に規程を定めるものとする。

　　第二章  学科の組織、修業年限及び学生定員
第三条　本学において設置する学科及び定員は次のとおりとする。
　　　　学　　　　科 　　　入学定員　　総定員
　　　　幼児保育学科　　　　 80名　　　160名
　　　　経営福祉学科　　　　 50名　　　100名
　　２　経営福祉学科に介護福祉士コース（介護福祉士養成）と国際・ビジネスコースをおき、

それぞれの学生定員は次のとおりとする。
　　　　コ　ー　ス 　　　　　入学定員        総定員
　　　　介護福祉士コース　　　　40名　　　　80名
　　　　国際・ビジネスコース　　10名　　　　20名
第四条　本学における修業年限は２年とする。学生は４年を超えて在学することはできない。

ただし、休学の期間はこれを算入しない。

　　第三章  教職員組織
第五条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
　　２　教職員の職務に関しては法令の定めるところによる。 

　　第四章  教  授  会
第六条　本学に教授会を置く。
　　２　教授会は学長、教授、准教授、講師、助教、助手をもって組織し、学長がこれを招

集する。

　　３　教授会の運営に関しては別に定める。
第七条　教授会は、学長が次に掲げる各号について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　　１　学生の入学、卒業及び課程の修了
　　２　学位の授与
　　３　前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの
　　４　教員の人事において、学長は、教員の教育研究業績の審議（選考）に対する教授会

の意見を聴き決定する。ただし、教員の配置については、学長が決定する。

　　第五章  教  育  課  程
第八条　本学において開設する授業科目は、教養科目、専門教育科目とする。
　　２　授業科目及び単位数は次の表に掲げるとおりとする。

第九条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とし、授業の方法
に応じ、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算するものとする。　
⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については30時間をもって１単位とすることができる。　
⑵　演習については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業
については15時間をもって１単位とすることができる。
⑶　実験・実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間
の授業をもって１単位とする。ただし別に定める授業については30時間をもって１
単位とすることができる。

第十条　学生は他の学科の授業科目を履修することができる。ただし、この場合はあらかじ
め学長の許可を受けなければならない。

　　第六章　　履修方法及び成績評定、課程終了の認定及び卒業　
第十一条　本学において開設する授業科目はこれを必修及び選択科目とし、二カ年に分けて

履修させるものとする。
第十二条　卒業に必要な単位数は64単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。　

⑴　教 養 科 目　　幼児保育学科　　８単位以上
　　　　　　　　　　経営福祉学科　　８単位以上

⑵　専門教育科目　　　　　　　　　４８単位以上
第十三条　単位を取得するためには履修登録を行わなければならない。
　　　２　履修に関する細則は別に定める。
第十四条　教育職員免許状を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか教育職員免

許法及び同法施行規則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　本学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。
　　　　幼児保育学科　　幼稚園教諭二種免許状
　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十五条　本学で取得する資格に関しては次のとおりとする。
　　　　保育士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか児童福祉法施行規

則に規定された単位を修得しなければならない。
　　　２　介護福祉士資格を得ようとする者は、第十二条に規定する単位のほか社会福祉士

介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に規定された単位以上を修得し
なければならない。

　　　３　その単位修得に関する細則は別に定める。
第十六条　単位修得の認定は、試験によりこれを行う。
　　　２　評定の結果に関する細則は別に定める。
　　　３　介護福祉士養成に関し指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定め

る時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者については、当該科目の
履修を認定しない。　　

　　　４　試験に関する細則は別に定める。
第十六条の２　教授会は、学長が他大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の

第一年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益かつ本学で修得したもの
として認定するに当たり、意見を述べることができる。単位の認定は30単位を超え
ない範囲で行う。この取扱いについては別に定める。

第十七条　教授会は、学長が本学に通算して２年以上在学し、第12条の単位を修得した者に
対して卒業の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　　２　学長は、卒業した者には本学学位規程の定めるところにより、短期大学士の学位
を授与する。　

　　第七章　　学年、学期及び休業日
第十八条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第十九条　学年は次の二期に分ける。
　　　　　前期　　４月１日より９月30日まで。
　　　　　後期　　10月１日より３月31日まで。
　　　２　ただし、期間の始期、終期については、必要に応じて変更することができる。
第二十条　学年の休業日は次のとおりとする。
　　　　　⑴　日　曜　日  
　　　　　⑵　国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律一七八号)に規定する休日
　　　　　⑶　本学の創立記念日　５月11日

　　　　　⑷　夏 季 休 業　　　　７月11日より９月10日まで        
　　　　　⑸　冬 季 休 業　　　　12月21日より翌年１月10日まで
　　　　　⑹　春 季 休 業　　　　３月21日より４月10日まで      
　　　２　前項の規定にかかわらず学長は臨時に休業日を設け、また休業日を変更すること

ができる。　　　
　　　３　休業日の期間中においても、必要な実習その他を課すことができる。
第二十一条　授業日時数は、試験等の日時数を含め、年間35週にわたることを原則とする。

　　第八章　入学、退学、休学、転学及び除籍
第二十二条　入学の時期は、原則として学年の初めとする。
第二十三条　本学に入学できるものは学校教育法第90条第１項の規程により大学に入学でき

る。次の各号のいずれかに該当し、かつ本学において実施する入学者選抜試験に
合格したものとする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
り、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したもの
⑷　文部科学大臣の指定した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定し
たもの
⑸　大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格し
た者
⑹　文部科学大臣が高等学校と同等の課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　　　２  入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第二十四条　教授会は、学長が本学に再入学、叉は転入学を志願する者があるとときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次への入学許可の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　２  教授会は、学長が前項の規定により入学許可された者の既に修得した授業科目
及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数の決定を行うに当たり、意見を述べる
ものとする。

第二十五条　入学志願者は、入学願書に入学検定料及び本学所定の書類を添えて指定の期日
までに提出しなければならない。

第二十六条　教授会は、学長が入学選考に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、
保証人連署の契約書及びその他の必要書類を提出した者に対する入学許可の決定
を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第二十七条　病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署のう
え、休学を願い出ることができる。

　　　　２　休学期間は、通算計２年を超えてはならない。
第二十八条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

第二十九条　教授会は、学長が病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者の
保証人連署による退学願の許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第三十条　教授会は、学長が次の各号の一に該当する者に対する除籍の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとする。

　　　　　１　第四条に定める在学年限を超えた者
　　　　　２　第二十七条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
　　　　　３　授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
　　　　　４　長期間にわたり行方不明の者
第三十一条　教授会は、学長が本学の学生で他の学校への入学または転学しようとする者に

対して許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　第九章　授業料その他の納入金
第三十二条　本学の入学検定料、入学金及び授業料等の額は次のとおりとする。
　　　　　　⑴　入学検定料　　　　　　　　　 25,000円     
　　　　　　⑵　入　学　金　　　　　　　　　250,000円
　　　　　　⑶　授　業　料　幼児保育学科　　620,000円
　　　　　　　　　　　　　　経営福祉学科　　620,000円
　　　　　　⑷　施設設備費　　　　　　　　　220,000円

　　　　２　学業に優れた者および特技に秀でた者の授業料等の減免は、本学の奨学生規程
による。　

　　　　３　就学困難な学生に対する授業料等の減免は、本学の授業料等減免規程による。
第三十三条　授業料は、前期と後期の二期に分けて納入するものとし、納期は次のとおりと

する。
　　　　　　　　　納　　　期
　　　　　　　前期　　４月の指定日までに
　　　　　　　後期　　10月の指定日までに
　　　　２　ただし、新入生は入学手続時までに授業料の前期分を納入するものとする。
第三十四条　前々条に定めるもののほか、実験・実習費その他教育に必要な費用については、

別に徴収することがある。 
　　　　２　その納期については、前条を準用する。
第三十五条　休学を許可された者は、次の納期より授業料その他の納入金を免除する。
第三十六条　既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。

　　第十章　　図　書　館
第三十七条　本学に附属図書館をおく。
　　　　２　図書館に関する規則は、別に定める。

　　第十一章　　公 開 講 座 
第三十八条　本学は、学校教育法第六十九条に基づき公開講座を設けることができる。

　　第十二章　　研究生・科目等履修生・委託学生及び留学生
第三十九条　教授会は、学長が２年制課程の大学を卒業し又はこれと同等以上の者と認められ

た者が既修の授業科目又はこれに関連する授業科目について更に学修することを希
望するとき研究生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。 

第四十条　教授会は、学長が本学の授業科目の履修を希望する者がある場合において、本学
の教育に支障のない限りにおける科目等履修生として履修許可の決定を行うに当た
り、意見を述べることができる。ただし、経営福祉学科介護福祉士コースにおいては、
科目等履修を認めない。

　　　２　科目等履修生には、本学学則第十六条の規定を準用して単位を与えることができる。
　　　３　科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
第四十一条　教授会は、学長が公共団体又はこれに準ずる機関より修学を委託された者があ

る場合において委託学生として許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものと
する。

第四十二条　教授会は、学長が外国人で本学に入学しようとする者があるとき留学生として
入学許可の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

第四十三条　研究生、科目等履修生、委託学生及び留学生は、学則及びその他の規則等を守
らなければならない。   

第四十四条　研究生、科目等履修生、委託学生、留学生に関する細則は、別に定める。

　　第十三章　　学　生　証 
第四十五条　学生は、別に定めるところの学生証の交付を受け、常にこれを携帯しなければ

ならない。

　　第十四章　　賞　　　罰 
第四十六条　教授会は、学長が在学中、本学の教育目的にかない、 志操堅固にして成績優秀

な者 、学生の模範となる行為のあった者又はその他の事由によって表彰に価す
る者に対して表彰の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。    

第四十七条　教授会は、学長が本学学則その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもと
る行為をした者に対して懲戒の決定を行うに当たり、意見を述べることができる。

　　　　２　懲戒は譴責、謹慎、停学及び退学とする。
　　　　３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　　　　　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者
　　　　　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
　　　　　⑶　正当の理由がなくして出席常でない者
　　　　　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

　　第十五章　　学 則 の 改 廃
第四十八条　学則の改廃は理事会が行う。
　　　　２　学則第七条に定めるところの教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして、 学長が定めるものについては、学長自ら裁定する。

　　　附    則
この学則は、昭和49年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、昭和49年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
ただし、昭和50年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
ただし、昭和51年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
ただし、昭和52年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
ただし、昭和54年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
ただし、昭和55年度以前の入学生については第三十条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
ただし、昭和60年度以前の入学生については第三十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
ただし、昭和61年度以前の入学生については第七条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成元年1月1日から施行する。
ただし、昭和63年度以前の入学生については第七条、第三十一条第２項及び第３項の改正規
定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
ただし、平成元年度以前の入学生については第七条、第十三条第２項、第三十一条の改正規
定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、平成2年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、平成3年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
ただし、平成4年度以前の入学生については第七条、第十一条、第三十一条の改正規定は適
用しない。     
　　　附    則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成5年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。
　　　附    則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度以前の入学生については、第七条、第三十一条、第十二章、第三十九条、
第四十二条、第四十三条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成7年度以前の入学生については第七条第２項、第三十一条の改正規定は適用し
ない。第十三条第2項の改正規定は、平成7年度以前の再入学生には適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条及び第三十二条の改正規定は、適用し
ない。
ただし、平成8年度以前の入学生については、第八条第2項（旧、第七条第２項）の専門教育
科目に、「財務諸表論」を追加することとする。
なお、平成8年度以前の入学生については、授業料等の変更はなきものとする。
　　　附    則
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 
ただし、平成9年度以前の入学生については、 第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、 平成11年4月1日から施行する。
ただし、 平成10年度以前の入学生については、第八条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、平成11年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、平成12年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2、第二十三
条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、平成13年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十六条の2の改正規定
は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15年度以前の入学生については、第八条、第十二条、第十四条第2項、第十六
条の2、第二十一条の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
十四条第2項、第三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成17年11月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成19年４月１日から施行する。
ただし、平成18年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、第
三十二条の(３)の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年４月１日から施行する。
ただし、平成19年度以前の入学生については、第三条、第八条第2項、第十二条の(１)、
第十五条、第十六条第3項第4項、第十六条の2、第二十四条、第四十条の改正規定は適用
しない。
　　　附    則
この学則は、平成20年12月1日から施行する。
　　　附    則
この学則は、平成21年４月１日から施行する。
ただし、平成20年度以前の入学生については、第八条第２項、第16条の２、第23条、第24条
の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成22年４月１日から施行する。
ただし、平成21年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成23年４月１日から施行する。
ただし、平成22年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。

　　　附    則
この学則は、平成25年４月１日から施行する。
ただし、平成24年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成26年４月１日から施行する。
ただし、平成25年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成27年４月１日から施行する。
ただし、平成26年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、平成30年４月１日から施行する。
ただし、平成29年度以前の入学生については、第八条第２項、第九条第３号の改正規定は適
用しない。
　　　附    則
この学則は、平成31年４月１日から施行する。
ただし、平成30年度以前の入学生については、第八条第２項の改正規定は適用しない。
　　　附    則
この学則は、令和２年４月１日から施行する。
ただし、平成31年度以前の入学生については、第三十二条第１項（２）、（３）の改正規定は
適用しない。

中九州短期大学　学位規程

 （目　的）
第一条　この規定は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条及び中九州短期大学学則（以

下「学則」という）第17条第２項の規定に基づき中九州短期大学（以下「本学」という）
において授与する学位について必要な事項を定める。

 （付記する専攻分野）　　　
第二条　本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとお

りとする。
　　　　幼児教育学科（平成16年度入学生まで適用する）幼児教育学
　　　　幼児保育学科（平成17年度入学生から適用する）

　　　　商 経 学 科（平成18年度入学生まで適用する）商経学
　　　　経営福祉学科（平成19年度入学生から適用する）

 （学位授与の要件）
第三条　短期大学士の学位は、学則第17条並びに第17条第２項の規定に基づき、本学を卒業

した者に授与する。

 （学位の授与）
第四条　教授会は、学長が学位の授与について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
　　２　学長は、前項の決定に基づき学位記を交付するものとする。

 （学位の名称）
第五条　本学の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは、「中九州短期大学」

と付記するものとする。

 （学位授与の取消）
第六条　教授会は、学長が学位を授与された者の不正行為、その名誉を汚辱する行為等の理

由により当該学位の取消の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。
　　２　学長は前項の規定に基づき当該学位を取消したときは学位記を返還させ、かつその

旨を公表するものとする。

　　　附　則
この規程は、平成17年11月１日から施行する。
　　　附　則
この規程は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

学　　科 学位に付記する専攻分野の名称

幼児保育学科
（Department of Early Childhood Care and Education）

幼児保育学
（Associate of Early Childhood Care and Education）

学　　科 学位に付記する専攻分野の名称

経営福祉学科
（Department of Management and Welfare）

経営福祉学
（Associate of Management and Welfare）
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Ⅶ．規　則　等

　　　　　⑴　履修に関する細則
第一条　学生は、教養科目・専門教育科目の中から所定の科目を履修しなければならない。
第二条　学生は、前期・後期の所定の期日までにこの履修細則に従い、その年度において履

修しようとする授業科目について履修登録を行わなければならない。
第三条　授業科目に対する単位数は、原則として次の基準によって計算する。
　　⑴　講義に対しては15時間を１単位とする。
　　⑵　外国語及び演習は、30時間を１単位とする。
　　⑶　実験・実習及び実技は、45時間を１単位とする。
　　　　ただし、「体育実技」は、30時間を１単位、「教職（幼稚園）・保育実践演習」は、

15時間を１単位、「教育実習」は、40時間を１単位とする。
第四条　卒業するためには前条に従って決定された単位を少なくとも64単位以上を履修しな

ければならない。
第五条　教養科目８単位以上・専門教育科目48単位以上を履修しなければならない。
第六条　１年間に履修できる単位数は、50単位とする。
第七条　必修科目と選択科目の区別は、別表による。
　　　　各学科目及び各授業科目の単位数は都合により増減することがある。

　　　　　⑵　試験に関する細則
第一条　学科目の修得は、原則として当該学科目の授業科目の筆記試験または報告書の成績

を考査して定める。ただし、授業科目によっては筆記試験を行わず、口答試験・実技
試験・平素の成績等により認定することができる。

第二条　次の各号のいずれかに該当する場合には、試験等を受けることができない。（受験
無資格者）

　　⑴　履修細則の定めるところにより、試験等を受けようとする授業科目を、その年度に
おいて登録していないとき。

　　⑵　各授業科目の授業回数に、原則として３分の２以上出席していないとき。
　　⑶　定められた期日までに授業料その他納入金を完納していないとき。
第三条　授業評価の成績判定は、秀・優・良・可・不可の評語をもって示す。
　　　　ただし、同一授業科目を同時に複数の教員が担当する場合は、担当教員の合議によ

り評語をもって示す。
第四条　前条の成績評点は次の基準による。
　　　　　秀　　100点から90点まで
　　　　　優　　89点から80点まで
　　　　　良　　79点から70点まで
　　　　　可　　69点から60点まで
　　　　　不可　59点以下
　　　　可以上を合格とし、当該科目の所定の単位を与える。
　　２　既に修得した授業科目を再度履修した場合は、当該授業科目の試験等を受けること

ができる。
第五条　授業科目の成績は成績通知表をもって学生に通知する。

第六条　病気、その他やむを得ない事由により受験することができない者は、あらかじめ試
験当日までに教務課に欠試届を提出しなければならない。

　　　　前項の者に対しては追試験を行う。
　　　　追試験の願い出は、病気の場合は医師の診断書を、その他やむを得ない事由の場合

には証明書を添え、保証人連署をもって（所定の様式に）、試験終了後２日以内に教
務課に提出しなければならない。

第七条　試験などの結果、不合格となった授業科目については、特別補講と再試験を行うこ
とがある。

第八条　卒業時に単位不足となった者に対し、卒業再試験を行うことがある。
　　　　ただし、学長の許可がある場合のみ実施する。実施科目は学長が認めた科目のみと

する。
第九条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の時期及び方法はその都度定める。
第十条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の料金は次のとおりとする。ただし、既に

納めた受験料はこれを返還しない。
　　　　（追試験）　　　１科目につき、1,000円とする。
　　　　（再試験）　　　１科目につき、2,000円とする。
　　　　（特別補講・再試験）　１科目につき、5,000円とする。（一部科目3,000円）
　　　　（卒業再試験）　１科目につき、5,000円とする。
第十一条　試験において不正行為をしたものに対しては、当該科目および当該科目までに受

験した試験科目を判定しない。

　　　　　⑶　試験実施細則
１　受験者は、受験中常に学生証を机上におき、監督者の閲覧に供さねばならない。
２　試験開始後20分以上を経過した遅刻者は、原則として入場を許さない。
３　試験開始後30分を経過しなければ退場を許さない。
４　受験に不必要な物品は、監督者の指示する所定の位置におかねばならない。
５　試験中、受験者が監督者の指示または注意事項を遵守しない場合は、監督者は受験者の
退場を命ずることができる。
６　試験場で退場する者は、必ず試験答案を監督者の指示する所定の場所において退場しな
ければならない。
７　試験場を一度退場した者は、監督者より特別の許可ある場合を除き、入場することがで
きない。
８　前各行の項目に違反した受験者は、当該試験科目及び、その学期の当該試験科目までの
全ての試験科目の答案を無効とする。また、その学期の当該科目以降の試験科目は、別室
受験とする。なおこの規定はレポートおよび実技によって判定する科目には適用しない。
９　前項によって無効とされた科目及び棄権した科目については、追試験・再試験を受験す
ることはできない。

　　　　　⑷　GPA制度に関する細則
中九州短期大学GPA制度に関する細則
（目的）
第一条　この細則は、中九州短期大学（以下、「本学」という。）におけるGrade Point Average（以

下、「GPA」という。）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高める
とともに、成績評価を厳格なものとし、修学指導に活用することを目的とする。

（評価とGP）
第二条　学生が履修した授業成績の評語及びGrade Point（各評価に与えられる数値。以下、

「GP」という。）は、次表のとおりとする。

（GPAの種類と算出方法）
第三条　GPAは、当該学期の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「学期GPA」という。）

並びに在学中における全期間の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「通算GPA」
という。）の二種類とする。

　　２　学期GPAと通算GPAの計算式は次の各号に定めるところとし、算出された数値の小
数点以下第３位を四捨五入するものとする。

　　　⑴　学期GPA

　　　⑵　通算GPA

（対象授業科目）
第四条　中九州短期大学学則第八条２項に掲げるすべての授業科目をGPAの対象授業科目と

する。
（成績不振者への指導）
第五条　学期GPAおよび通算GPAが１．５０未満の学生は成績不振者として、指導教員より

注意および指導を行う。また、必要に応じ保護者への報告を行うものとする。

附則
この細則は平成２８年４月１日から施行する。

　　　　　⑸　教職課程の履修方法
①　幼稚園教諭二種免許状
第一条　幼稚園教諭二種免許状を取得するものは、次の⑴⑵の条件を充たすよう単位を修得

しなければならない。
　　⑴　教育実習時以前に課せられた必修単位をすべて修得したものでなければならない。
　　⑵　学則第十二条に規定する単位のほか、教育職員免許法および同法施行規則に規定さ

れた単位を修得しなければならない。
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Ⅶ．規　則　等

　　　　　⑴　履修に関する細則
第一条　学生は、教養科目・専門教育科目の中から所定の科目を履修しなければならない。
第二条　学生は、前期・後期の所定の期日までにこの履修細則に従い、その年度において履

修しようとする授業科目について履修登録を行わなければならない。
第三条　授業科目に対する単位数は、原則として次の基準によって計算する。
　　⑴　講義に対しては15時間を１単位とする。
　　⑵　外国語及び演習は、30時間を１単位とする。
　　⑶　実験・実習及び実技は、45時間を１単位とする。
　　　　ただし、「体育実技」は、30時間を１単位、「教職（幼稚園）・保育実践演習」は、

15時間を１単位、「教育実習」は、40時間を１単位とする。
第四条　卒業するためには前条に従って決定された単位を少なくとも64単位以上を履修しな

ければならない。
第五条　教養科目８単位以上・専門教育科目48単位以上を履修しなければならない。
第六条　１年間に履修できる単位数は、50単位とする。
第七条　必修科目と選択科目の区別は、別表による。
　　　　各学科目及び各授業科目の単位数は都合により増減することがある。

　　　　　⑵　試験に関する細則
第一条　学科目の修得は、原則として当該学科目の授業科目の筆記試験または報告書の成績

を考査して定める。ただし、授業科目によっては筆記試験を行わず、口答試験・実技
試験・平素の成績等により認定することができる。

第二条　次の各号のいずれかに該当する場合には、試験等を受けることができない。（受験
無資格者）

　　⑴　履修細則の定めるところにより、試験等を受けようとする授業科目を、その年度に
おいて登録していないとき。

　　⑵　各授業科目の授業回数に、原則として３分の２以上出席していないとき。
　　⑶　定められた期日までに授業料その他納入金を完納していないとき。
第三条　授業評価の成績判定は、秀・優・良・可・不可の評語をもって示す。
　　　　ただし、同一授業科目を同時に複数の教員が担当する場合は、担当教員の合議によ

り評語をもって示す。
第四条　前条の成績評点は次の基準による。
　　　　　秀　　100点から90点まで
　　　　　優　　89点から80点まで
　　　　　良　　79点から70点まで
　　　　　可　　69点から60点まで
　　　　　不可　59点以下
　　　　可以上を合格とし、当該科目の所定の単位を与える。
　　２　既に修得した授業科目を再度履修した場合は、当該授業科目の試験等を受けること

ができる。
第五条　授業科目の成績は成績通知表をもって学生に通知する。

第六条　病気、その他やむを得ない事由により受験することができない者は、あらかじめ試
験当日までに教務課に欠試届を提出しなければならない。

　　　　前項の者に対しては追試験を行う。
　　　　追試験の願い出は、病気の場合は医師の診断書を、その他やむを得ない事由の場合

には証明書を添え、保証人連署をもって（所定の様式に）、試験終了後２日以内に教
務課に提出しなければならない。

第七条　試験などの結果、不合格となった授業科目については、特別補講と再試験を行うこ
とがある。

第八条　卒業時に単位不足となった者に対し、卒業再試験を行うことがある。
　　　　ただし、学長の許可がある場合のみ実施する。実施科目は学長が認めた科目のみと

する。
第九条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の時期及び方法はその都度定める。
第十条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の料金は次のとおりとする。ただし、既に

納めた受験料はこれを返還しない。
　　　　（追試験）　　　１科目につき、1,000円とする。
　　　　（再試験）　　　１科目につき、2,000円とする。
　　　　（特別補講・再試験）　１科目につき、5,000円とする。（一部科目3,000円）
　　　　（卒業再試験）　１科目につき、5,000円とする。
第十一条　試験において不正行為をしたものに対しては、当該科目および当該科目までに受

験した試験科目を判定しない。

　　　　　⑶　試験実施細則
１　受験者は、受験中常に学生証を机上におき、監督者の閲覧に供さねばならない。
２　試験開始後20分以上を経過した遅刻者は、原則として入場を許さない。
３　試験開始後30分を経過しなければ退場を許さない。
４　受験に不必要な物品は、監督者の指示する所定の位置におかねばならない。
５　試験中、受験者が監督者の指示または注意事項を遵守しない場合は、監督者は受験者の
退場を命ずることができる。
６　試験場で退場する者は、必ず試験答案を監督者の指示する所定の場所において退場しな
ければならない。
７　試験場を一度退場した者は、監督者より特別の許可ある場合を除き、入場することがで
きない。
８　前各行の項目に違反した受験者は、当該試験科目及び、その学期の当該試験科目までの
全ての試験科目の答案を無効とする。また、その学期の当該科目以降の試験科目は、別室
受験とする。なおこの規定はレポートおよび実技によって判定する科目には適用しない。
９　前項によって無効とされた科目及び棄権した科目については、追試験・再試験を受験す
ることはできない。

　　　　　⑷　GPA制度に関する細則
中九州短期大学GPA制度に関する細則
（目的）
第一条　この細則は、中九州短期大学（以下、「本学」という。）におけるGrade Point Average（以

下、「GPA」という。）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高める
とともに、成績評価を厳格なものとし、修学指導に活用することを目的とする。

（評価とGP）
第二条　学生が履修した授業成績の評語及びGrade Point（各評価に与えられる数値。以下、

「GP」という。）は、次表のとおりとする。

（GPAの種類と算出方法）
第三条　GPAは、当該学期の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「学期GPA」という。）

並びに在学中における全期間の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「通算GPA」
という。）の二種類とする。

　　２　学期GPAと通算GPAの計算式は次の各号に定めるところとし、算出された数値の小
数点以下第３位を四捨五入するものとする。

　　　⑴　学期GPA

　　　⑵　通算GPA

（対象授業科目）
第四条　中九州短期大学学則第八条２項に掲げるすべての授業科目をGPAの対象授業科目と

する。
（成績不振者への指導）
第五条　学期GPAおよび通算GPAが１．５０未満の学生は成績不振者として、指導教員より

注意および指導を行う。また、必要に応じ保護者への報告を行うものとする。

附則
この細則は平成２８年４月１日から施行する。

　　　　　⑸　教職課程の履修方法
①　幼稚園教諭二種免許状
第一条　幼稚園教諭二種免許状を取得するものは、次の⑴⑵の条件を充たすよう単位を修得

しなければならない。
　　⑴　教育実習時以前に課せられた必修単位をすべて修得したものでなければならない。
　　⑵　学則第十二条に規定する単位のほか、教育職員免許法および同法施行規則に規定さ

れた単位を修得しなければならない。
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Ⅶ．規　則　等

　　　　　⑴　履修に関する細則
第一条　学生は、教養科目・専門教育科目の中から所定の科目を履修しなければならない。
第二条　学生は、前期・後期の所定の期日までにこの履修細則に従い、その年度において履

修しようとする授業科目について履修登録を行わなければならない。
第三条　授業科目に対する単位数は、原則として次の基準によって計算する。
　　⑴　講義に対しては15時間を１単位とする。
　　⑵　外国語及び演習は、30時間を１単位とする。
　　⑶　実験・実習及び実技は、45時間を１単位とする。
　　　　ただし、「体育実技」は、30時間を１単位、「教職（幼稚園）・保育実践演習」は、

15時間を１単位、「教育実習」は、40時間を１単位とする。
第四条　卒業するためには前条に従って決定された単位を少なくとも64単位以上を履修しな

ければならない。
第五条　教養科目８単位以上・専門教育科目48単位以上を履修しなければならない。
第六条　１年間に履修できる単位数は、50単位とする。
第七条　必修科目と選択科目の区別は、別表による。
　　　　各学科目及び各授業科目の単位数は都合により増減することがある。

　　　　　⑵　試験に関する細則
第一条　学科目の修得は、原則として当該学科目の授業科目の筆記試験または報告書の成績

を考査して定める。ただし、授業科目によっては筆記試験を行わず、口答試験・実技
試験・平素の成績等により認定することができる。

第二条　次の各号のいずれかに該当する場合には、試験等を受けることができない。（受験
無資格者）

　　⑴　履修細則の定めるところにより、試験等を受けようとする授業科目を、その年度に
おいて登録していないとき。

　　⑵　各授業科目の授業回数に、原則として３分の２以上出席していないとき。
　　⑶　定められた期日までに授業料その他納入金を完納していないとき。
第三条　授業評価の成績判定は、秀・優・良・可・不可の評語をもって示す。
　　　　ただし、同一授業科目を同時に複数の教員が担当する場合は、担当教員の合議によ

り評語をもって示す。
第四条　前条の成績評点は次の基準による。
　　　　　秀　　100点から90点まで
　　　　　優　　89点から80点まで
　　　　　良　　79点から70点まで
　　　　　可　　69点から60点まで
　　　　　不可　59点以下
　　　　可以上を合格とし、当該科目の所定の単位を与える。
　　２　既に修得した授業科目を再度履修した場合は、当該授業科目の試験等を受けること

ができる。
第五条　授業科目の成績は成績通知表をもって学生に通知する。

第六条　病気、その他やむを得ない事由により受験することができない者は、あらかじめ試
験当日までに教務課に欠試届を提出しなければならない。

　　　　前項の者に対しては追試験を行う。
　　　　追試験の願い出は、病気の場合は医師の診断書を、その他やむを得ない事由の場合

には証明書を添え、保証人連署をもって（所定の様式に）、試験終了後２日以内に教
務課に提出しなければならない。

第七条　試験などの結果、不合格となった授業科目については、特別補講と再試験を行うこ
とがある。

第八条　卒業時に単位不足となった者に対し、卒業再試験を行うことがある。
　　　　ただし、学長の許可がある場合のみ実施する。実施科目は学長が認めた科目のみと

する。
第九条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の時期及び方法はその都度定める。
第十条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の料金は次のとおりとする。ただし、既に

納めた受験料はこれを返還しない。
　　　　（追試験）　　　１科目につき、1,000円とする。
　　　　（再試験）　　　１科目につき、2,000円とする。
　　　　（特別補講・再試験）　１科目につき、5,000円とする。（一部科目3,000円）
　　　　（卒業再試験）　１科目につき、5,000円とする。
第十一条　試験において不正行為をしたものに対しては、当該科目および当該科目までに受

験した試験科目を判定しない。

　　　　　⑶　試験実施細則
１　受験者は、受験中常に学生証を机上におき、監督者の閲覧に供さねばならない。
２　試験開始後20分以上を経過した遅刻者は、原則として入場を許さない。
３　試験開始後30分を経過しなければ退場を許さない。
４　受験に不必要な物品は、監督者の指示する所定の位置におかねばならない。
５　試験中、受験者が監督者の指示または注意事項を遵守しない場合は、監督者は受験者の
退場を命ずることができる。
６　試験場で退場する者は、必ず試験答案を監督者の指示する所定の場所において退場しな
ければならない。
７　試験場を一度退場した者は、監督者より特別の許可ある場合を除き、入場することがで
きない。
８　前各行の項目に違反した受験者は、当該試験科目及び、その学期の当該試験科目までの
全ての試験科目の答案を無効とする。また、その学期の当該科目以降の試験科目は、別室
受験とする。なおこの規定はレポートおよび実技によって判定する科目には適用しない。
９　前項によって無効とされた科目及び棄権した科目については、追試験・再試験を受験す
ることはできない。

　　　　　⑷　GPA制度に関する細則
中九州短期大学GPA制度に関する細則
（目的）
第一条　この細則は、中九州短期大学（以下、「本学」という。）におけるGrade Point Average（以

下、「GPA」という。）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高める
とともに、成績評価を厳格なものとし、修学指導に活用することを目的とする。

（評価とGP）
第二条　学生が履修した授業成績の評語及びGrade Point（各評価に与えられる数値。以下、

「GP」という。）は、次表のとおりとする。

（GPAの種類と算出方法）
第三条　GPAは、当該学期の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「学期GPA」という。）

並びに在学中における全期間の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「通算GPA」
という。）の二種類とする。

　　２　学期GPAと通算GPAの計算式は次の各号に定めるところとし、算出された数値の小
数点以下第３位を四捨五入するものとする。

　　　⑴　学期GPA

　　　⑵　通算GPA

（対象授業科目）
第四条　中九州短期大学学則第八条２項に掲げるすべての授業科目をGPAの対象授業科目と

する。
（成績不振者への指導）
第五条　学期GPAおよび通算GPAが１．５０未満の学生は成績不振者として、指導教員より

注意および指導を行う。また、必要に応じ保護者への報告を行うものとする。

附則
この細則は平成２８年４月１日から施行する。

　　　　　⑸　教職課程の履修方法
①　幼稚園教諭二種免許状
第一条　幼稚園教諭二種免許状を取得するものは、次の⑴⑵の条件を充たすよう単位を修得

しなければならない。
　　⑴　教育実習時以前に課せられた必修単位をすべて修得したものでなければならない。
　　⑵　学則第十二条に規定する単位のほか、教育職員免許法および同法施行規則に規定さ

れた単位を修得しなければならない。
評語（成績評点）
秀（９０～１００点）
優（８０～８９点）　
良（７０～７９点）　
可（６０～６９点）　
不可（５９点以下）　

GP
４
３
２
１
０

学期GPA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当該学期の（４×「秀」の単位数＋３×「優」の単位数＋２×「良」の単位数＋１×「可」の単位数）

＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当該学期の総履修単位数

通算GPA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全期間の（４×「秀」の単位数＋３×「優」の単位数＋２×「良」の単位数＋１×「可」の単位数）

＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全期間の総履修単位数
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Ⅶ．規　則　等

　　　　　⑴　履修に関する細則
第一条　学生は、教養科目・専門教育科目の中から所定の科目を履修しなければならない。
第二条　学生は、前期・後期の所定の期日までにこの履修細則に従い、その年度において履

修しようとする授業科目について履修登録を行わなければならない。
第三条　授業科目に対する単位数は、原則として次の基準によって計算する。
　　⑴　講義に対しては15時間を１単位とする。
　　⑵　外国語及び演習は、30時間を１単位とする。
　　⑶　実験・実習及び実技は、45時間を１単位とする。
　　　　ただし、「体育実技」は、30時間を１単位、「教職（幼稚園）・保育実践演習」は、

15時間を１単位、「教育実習」は、40時間を１単位とする。
第四条　卒業するためには前条に従って決定された単位を少なくとも64単位以上を履修しな

ければならない。
第五条　教養科目８単位以上・専門教育科目48単位以上を履修しなければならない。
第六条　１年間に履修できる単位数は、50単位とする。
第七条　必修科目と選択科目の区別は、別表による。
　　　　各学科目及び各授業科目の単位数は都合により増減することがある。

　　　　　⑵　試験に関する細則
第一条　学科目の修得は、原則として当該学科目の授業科目の筆記試験または報告書の成績

を考査して定める。ただし、授業科目によっては筆記試験を行わず、口答試験・実技
試験・平素の成績等により認定することができる。

第二条　次の各号のいずれかに該当する場合には、試験等を受けることができない。（受験
無資格者）

　　⑴　履修細則の定めるところにより、試験等を受けようとする授業科目を、その年度に
おいて登録していないとき。

　　⑵　各授業科目の授業回数に、原則として３分の２以上出席していないとき。
　　⑶　定められた期日までに授業料その他納入金を完納していないとき。
第三条　授業評価の成績判定は、秀・優・良・可・不可の評語をもって示す。
　　　　ただし、同一授業科目を同時に複数の教員が担当する場合は、担当教員の合議によ

り評語をもって示す。
第四条　前条の成績評点は次の基準による。
　　　　　秀　　100点から90点まで
　　　　　優　　89点から80点まで
　　　　　良　　79点から70点まで
　　　　　可　　69点から60点まで
　　　　　不可　59点以下
　　　　可以上を合格とし、当該科目の所定の単位を与える。
　　２　既に修得した授業科目を再度履修した場合は、当該授業科目の試験等を受けること

ができる。
第五条　授業科目の成績は成績通知表をもって学生に通知する。

第六条　病気、その他やむを得ない事由により受験することができない者は、あらかじめ試
験当日までに教務課に欠試届を提出しなければならない。

　　　　前項の者に対しては追試験を行う。
　　　　追試験の願い出は、病気の場合は医師の診断書を、その他やむを得ない事由の場合

には証明書を添え、保証人連署をもって（所定の様式に）、試験終了後２日以内に教
務課に提出しなければならない。

第七条　試験などの結果、不合格となった授業科目については、特別補講と再試験を行うこ
とがある。

第八条　卒業時に単位不足となった者に対し、卒業再試験を行うことがある。
　　　　ただし、学長の許可がある場合のみ実施する。実施科目は学長が認めた科目のみと

する。
第九条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の時期及び方法はその都度定める。
第十条　追試験・再試験・特別補講・卒業再試験の料金は次のとおりとする。ただし、既に

納めた受験料はこれを返還しない。
　　　　（追試験）　　　１科目につき、1,000円とする。
　　　　（再試験）　　　１科目につき、2,000円とする。
　　　　（特別補講・再試験）　１科目につき、5,000円とする。（一部科目3,000円）
　　　　（卒業再試験）　１科目につき、5,000円とする。
第十一条　試験において不正行為をしたものに対しては、当該科目および当該科目までに受

験した試験科目を判定しない。

　　　　　⑶　試験実施細則
１　受験者は、受験中常に学生証を机上におき、監督者の閲覧に供さねばならない。
２　試験開始後20分以上を経過した遅刻者は、原則として入場を許さない。
３　試験開始後30分を経過しなければ退場を許さない。
４　受験に不必要な物品は、監督者の指示する所定の位置におかねばならない。
５　試験中、受験者が監督者の指示または注意事項を遵守しない場合は、監督者は受験者の
退場を命ずることができる。
６　試験場で退場する者は、必ず試験答案を監督者の指示する所定の場所において退場しな
ければならない。
７　試験場を一度退場した者は、監督者より特別の許可ある場合を除き、入場することがで
きない。
８　前各行の項目に違反した受験者は、当該試験科目及び、その学期の当該試験科目までの
全ての試験科目の答案を無効とする。また、その学期の当該科目以降の試験科目は、別室
受験とする。なおこの規定はレポートおよび実技によって判定する科目には適用しない。
９　前項によって無効とされた科目及び棄権した科目については、追試験・再試験を受験す
ることはできない。

　　　　　⑷　GPA制度に関する細則
中九州短期大学GPA制度に関する細則
（目的）
第一条　この細則は、中九州短期大学（以下、「本学」という。）におけるGrade Point Average（以

下、「GPA」という。）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高める
とともに、成績評価を厳格なものとし、修学指導に活用することを目的とする。

（評価とGP）
第二条　学生が履修した授業成績の評語及びGrade Point（各評価に与えられる数値。以下、

「GP」という。）は、次表のとおりとする。

（GPAの種類と算出方法）
第三条　GPAは、当該学期の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「学期GPA」という。）

並びに在学中における全期間の学習成果を示す指標としてのGPA（以下、「通算GPA」
という。）の二種類とする。

　　２　学期GPAと通算GPAの計算式は次の各号に定めるところとし、算出された数値の小
数点以下第３位を四捨五入するものとする。

　　　⑴　学期GPA

　　　⑵　通算GPA

（対象授業科目）
第四条　中九州短期大学学則第八条２項に掲げるすべての授業科目をGPAの対象授業科目と

する。
（成績不振者への指導）
第五条　学期GPAおよび通算GPAが１．５０未満の学生は成績不振者として、指導教員より

注意および指導を行う。また、必要に応じ保護者への報告を行うものとする。

附則
この細則は平成２８年４月１日から施行する。

　　　　　⑸　教職課程の履修方法
①　幼稚園教諭二種免許状
第一条　幼稚園教諭二種免許状を取得するものは、次の⑴⑵の条件を充たすよう単位を修得

しなければならない。
　　⑴　教育実習時以前に課せられた必修単位をすべて修得したものでなければならない。
　　⑵　学則第十二条に規定する単位のほか、教育職員免許法および同法施行規則に規定さ

れた単位を修得しなければならない。
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　　　　　⑹　資格取得のための履修方法
①　介護福祉士資格
第一条　介護福祉士の資格を取得しようとする者は、「社会福祉士介護福祉士学校職業能力

開発校等養成施設指定規則」に規定された以上の単位を取得しなければならない。
教　育　内　容 時間 本学における開設科目 形式 単位 時間

人
間
と
社
会

介
　
護

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

医
療
的
ケ
ア

人間の尊厳と自立
人間関係とコミュニケーション

社会の理解

選択（4教科以上）
 

 
  
 小　　計

介護の基本

  
  

コミュニケーション技術

  

生活支援技術

  
  
  
  
  

介護過程

  
  

介護総合演習

  
  

介護実習  
  

小　　計

発達と老化の理解

認知症の理解

障害の理解

  
こころとからだのしくみ 
 

小　　計

医療的ケア

小　　計
　　総　　合　　計

30
30

60

120

240

180

60

300

150

120

450

1260

60

60

60

120

300

50

50
1850

2
1
2
1
2
2
2
2
　
4
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
4

2
1
2
1
2
1
4
2
2

2
2
1
1

社会福祉概論
人間関係とコミュニケーション
社会の理解Ⅰ
社会の理解Ⅱ
法学Ⅰ
法学Ⅱ
地域福祉論
心理学

介護基本Ⅰ
介護基本Ⅱ
介護基本Ⅲ
介護基本Ⅳ
介護基本Ⅴ
介護基本Ⅵ
コミュニケーション技術Ⅰ
コミュニケーション技術Ⅱ
生活支援技術Ⅰ
生活支援技術Ⅱ
生活支援技術Ⅲ
生活支援技術Ⅳ
生活支援技術Ⅴ
生活支援技術Ⅵ
生活支援技術Ⅶ
生活支援技術Ⅷ
生活支援技術Ⅸ
生活支援技術Ⅹ
介護過程Ⅰ
介護過程Ⅱ
介護過程Ⅲ
介護過程Ⅳ
介護総合演習Ⅰ
介護総合演習Ⅱ
介護総合演習Ⅲ
介護総合演習Ⅳ
介護実習Ⅰａ
介護実習Ⅰｂ
介護実習Ⅰｃ
介護実習Ⅱ

発達と老化の理解Ⅰ
発達と老化の理解Ⅱ
認知症の理解Ⅰ
認知症の理解Ⅱ
障がい理解Ⅰ
障がい理解Ⅱ
からだのしくみⅠ
からだのしくみⅡ
からだのしくみⅢ

医療的ケア概論Ⅰ
医療的ケア概論Ⅱ
医療的ケア概論Ⅲ
医療的ケア演習

講義
演習
講義
演習
講義
講義
講義
講義

講義
演習
講義
演習
演習
演習
演習
演習
講義
演習
演習
講義
演習
演習
講義
講義
演習
講義
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
実習
実習
実習
実習

講義
演習
講義
演習
講義
演習
講義
講義
講義

講義
講義
講義
演習

90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回

90分×30回
90分×15回
90分×30回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×30回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90時間
90時間
90時間
180時間

90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×15回
90分×30回
90分×15回
90分×15回

90分×15回
90分×15回
90分×8回
90分×15回

（平成26年度入学生より適用）
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②　保育士資格
第一条　保育士資格の取得にあたっては「児童福祉法施行規則第６条の２第１項第３号の指

定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法（平成22年厚生労働省告示
第278号）に従って、次の⑴～⑷の条件を満たすよう単位を修得しなければならない。

　　⑴　専門必修科目　「告示別表第１による教科目」　52単位       
　　⑵　専門選択必修科目　「告示別表第２による教科目」　９単位以上       
　　⑶　教養科目　「外国語及び体育に関する科目」を含め教養科目全体で８単位以上       
　　⑷　総単位数　７1単位

１．「告示別表第１による教科目」
告示別表第１による教科目

系列 教　科　目

合　　　　計 52単位

授業形態 単位数 左に対応して開設されている教科目 授業形態 単位数
指定保育士養成施設における教科の開設状況等

保
育
の
本
質
・
目
的

に
関
す
る
科
目

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保
育
の
対
象
の
理

解
に
関
す
る
科
目

保育実習

総合演習

保 育 原 理
教 育 原 理
子ども家庭福祉
社 会 福 祉
子ども家庭支援論
社 会 的 養 護 Ⅰ
保 育 者 論
保 育 の 心 理 学
子ども家庭支援の心理学
子どもの理解と援助
子 ど も の 保 健
子どもの食と栄養
保育の計画と評価
保 育 内 容 総 論

保 育 内 容 演 習

保育内容の理解と方法

乳 児 保 育 Ⅰ
乳 児 保 育 Ⅱ
子どもの健康と安全
障 害 児 保 育
社 会 的 養 護 Ⅱ
子 育 て 支 援
保 育 実 習 Ⅰ
保育実習指導Ⅰ
保 育 実 践 演 習

講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
講義
演習
講義
演習

演習

演習

講義
演習
演習
演習
演習
演習
実習
演習
演習

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1

5

5

2
1
1
2
1
1
4
2
2

53単位

保 育 原 理
教 育 原 理
こども家 庭 福 祉
社 会 福 祉
こども家庭支援論
社 会 的 養 護 Ⅰ
保 育 者 論
保 育 の 心 理 学
こども家庭支援の心理学
こどもの理解と援助
こ ど も の 保 健
こどもの食と栄養
保育・教育課程論（計画と評価）
保 育 内 容 総 論
保育内容【健康】
保育内容【人間関係】
保育内容【環境】
保育内容【言葉】
保育内容【表現Ⅰ】
こ ど も と 健 康
こどもと人間関係
こ ど も と 言 葉
こ ど も と 表 現
こ ど も と 環 境
乳 児 保 育 Ⅰ
乳 児 保 育 Ⅱ
こどもの健康と安全
障 害 児 保 育
社 会 的 養 護 Ⅱ
子 育 て 支 援
保 育 実 習 Ⅰ
保育実習指導Ⅰ
保育・教職実践演習（幼稚園）
合　　　計

講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
講義
演習
講義
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
講義
演習
演習
演習
演習
演習
実習
演習
演習

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
2
2

（平成31年度入学生より適用）
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２．「告示別表第２による教科目」

　【本学規定】「保育実習系列以外科目」6単位以上
　　　　　　 「保育実習」（☆または★）3単位
　　　　　　 「合計」９単位以上修得
　　　（平成31年度入学生より適用）
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３．「教　養　科　目」

　【本学規程】「外国語、体育以外の科目」４単位以上　「外国語」２単位以上
　　　　　　 「体育」２単位　「合計」８単位以上
　　　（平成27年度入学生より適用）

第二条　保育実習は、次表の第３欄に掲げる施設につき、同表第２欄に掲げる履修方法に
より行うものとする。

　　備考１　第３欄に掲げる実習施設の種別は、次によるものであること。   
（Ａ）･･･保育所、幼保連携型認定こども園又は児童福祉法第６条の３第１０項の小規模

保育事業（ただし、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」（平成２
６年厚生労働省令第６１号）第３章第２節に規定する小規模保育事業Ａ型及び
同基準同章第３節に規定する小規模保育Ｂ型に限る）若しくは同条第１２項の
事業所内保育事業であって同法第３４条の１５第１項の事業及び同法同条第２
項の認可を受けたもの（以下「小規模保育Ａ・Ｂ型及び事業所内保育事業」とい
う。）及び乳児院、母子生活支援施設、障害児入所施設、児童発達支援センター（児
童発達支援及び医療型児童発達支援を行うものに限る）、障害者支援施設、指定
障害福祉サービス事業所（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支
援を行うものに限る）、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援
施設、児童相談所一時保護施設又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園

実　習　施　設
（第１欄）

履修方法（第２欄）
単位数

4

2

2

20日

10日

10日

施設における
概ねの実習日数

保　育　実　習　Ⅰ
（必修科目）

保　育　実　習　Ⅱ
（選択必修科目）
保　育　実　習　Ⅲ
（選択必修科目）

実習施設
（第３欄）
（A）

（B）

（C）

選択必修
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（Ｂ）･･･保育所又は幼保連携型認定こども園或いは小規模保育Ａ・Ｂ型及び事業所内保育
事業

（Ｃ）･･･児童厚生施設又は児童発達支援センターその他社会福祉関係諸法令の規定に基
づき設置されている施設であって保育実習を行う施設として適当と認められる
もの（保育所及び幼保連携型認定こども園並びに小規模保育Ａ・Ｂ型及び事業所
内保育事業は除く。）

　　備考２　保育実習（必修科目）４単位の履修方法は、保育所又は幼保連携型認定こども
園或いは小規模保育Ａ・Ｂ型及び事業所内保育事業における実習２単位及び（Ａ）
に掲げる保育所又は幼保連携型認定こども園或いは小規模保育Ａ・Ｂ型及び事業
所内保育事業以外の施設における実習２単位とする。
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　　　　　⑺　中九州短期大学特待生規程

第一条　学則第46条に準拠し、この規程を設ける。
第二条　特待生は、次の基準に拠り選考する。
　　　⑴　第一年次特待生
　　　　　　入学時の特待生募集要項に拠る。
　　　⑵　第二年次特待生
　　　　　　第一年次の学業成績、その他に拠る。
第三条　前条第２号の選考は、学科会議において候補者を選出し、学長が決定する。教授会は、

選考について、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第四条　特待生は、次の特典を受ける。
　　　⑴　第一年次特待生
　　　　　　授業料、施設設備費の免除（全額または一部）。
　　　⑵　第二年次特待生
　　　　　　授業料、施設設備費の免除（全額または一部）。
第五条　特待生の期間は、次の通りとする。
　　　⑴　第一年次特待生
　　　　　　入学年度４月より原則として翌年度３月までの１年間とする。
　　　⑵　第二年次特待生
　　　　　　４月より翌年３月までの１年間とする。
　　２　特待生としてふさわしくない行動がある場合又は学業成績が著しく劣る場合は、前

項の期間内といえども、学長は取り消しの決定を行う。教授会は取り消しの決定につ
いて、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

　　３　第一年次からの特待生については、一年次の学業成績が著しく劣る場合、二年次で
の特待生を学長は取り消しの決定を行う。教授会は取り消しの決定について、学長の
求めに応じ、意見を述べることができる。

　　附　則
この規程は、昭和52年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和59年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成４年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成８年９月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成21年10月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

（学友会略図） （代議委員会において推薦）
議　　長　１名
副 議 長　１名
書　　記　１名
（正会員の中より互選）
委 員 長　１名
副委員長　２名
文化委員　１名
体育委員　１名
厚生委員　１名
会計委員　２名
企画委員　２名
特別実行委員（正会員より数名）

議　長　団

執行委員会

総　　　会

代議委員会

学　級　会

執行委員会
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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　　　　　⑻　科目等履修生に関する細則

第一条　この細則は、本学学則第四十条にもとづき、科目等履修生に関して必要な事項を定
める。

第二条　科目等履修生の資格は、次の各号に該当するものとする。
　　　⑴　高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があるもの。
　　　⑵　社会人としての経験もあり、本学の講義を十分に理解できるもの。
　　　⑶　単位認定を希望するものは､高等学校卒業またはこれに準ずるもの｡
　　　⑷　高大連携の協定を結んだ高等学校で、高等学校長が推薦するもの。
第三条　科目等履修生を希望する者は学年又は学期の開始前に所定の科目等履修生願と必要

書類を添えて教務課に提出しなければならない。
第四条　科目等履修生は、本学の学生収容能力に余力がある場合に限り、学長が許可する。

教授会は、学長が許可するに当たり、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
　　　　ただし、幼稚園免許状及び保育士資格に関する科目については、幼児保育学科にお

いて受け入れの可否についての審査を行う。
第五条　許可された者は、許可された日から一週間以内に所定の受講料を、一括して納入し

なければならない。納入したものは返還しない。
第六条　所定の手続きが終了した者には、科目等履修生証を発行する。登学の際はこれを携

帯していなければならない。
第七条　科目等履修生は本学が開講する科目を受講することができる。ただし次の科目の受

講は本学卒業生に限る。また実習の受講を希望する者は、併せて該当する科目の実習
指導に出席しなければならない。実習指導の単位を取得済みの者が実習指導に出席す
る場合の受講料は不要とする。

      　⑴　保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
      　⑵　教育実習 （教育実習指導） 
第八条　一年間に履修、受講出来る科目は３科目以内とする。
　　　　ただし、認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例制

度における対象科目受講者に限っては、一年間に受講出来る科目は５科目以内とする。
またこの規定（第8条2）は令和７年３月をもって失効する。

第九条　科目等履修生は、本学が実施する定期試験を受験できる。 試験の実施については本
学「試験に関する細則」による。

第十条　科目等履修生から、願い出があれば成績証明・単位修得証明を発行する。ただし有
料とする。料金は別に定める。

第十一条　本人の都合により受講を中止する場合は、その旨すみやかに教務課に届け出なけ
ればならない。

第十二条　科目等履修生で、次のいずれかに該当する時は、学長がその資格を取り消すこと
ができる。

　　　⑴　出席状況が不良で修学の見込みのないもの。
　　　⑵　本学の学生に悪影響を及ぼすと認められたもの。
第十三条　科目等履修生の検定料・受講料・認定料については別に定める。

　　附　則
この細則は、昭和54年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、昭和59年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成４年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成７年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成17年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成21年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、平成27年４月１日より施行する。
　　附　則
この細則は、令和２年４月１日より施行する。

　　　科目等履修生の納付金に関する細則
検定料　　　　　　　　  10, 000円
受講料（１単位）　　　　10, 000円
単位認定料（１科目）　　50, 000円
ただし、高大連携の協定を結んだ高等学校の受講生は、無料とする。

　　　　　⑼　中九州短期大学学友会会則

　　第一章　総　則
第一条　本会は、中九州短期大学学友会と称し、本部を本学内に置く。
第二条　本会は、学生の自主活動機関であって、教職員と協力し、会員の親睦と健全なる人

格と文化の向上をはかると共に、本学の発展、向上に資することを目的とする。
第三条　本会は、正会員と特別会員により構成される。学生を正会員とし専任教職員を特別

会員とする。

　　第二章　会　議
第四条　第二条の目的を達成するため、本会に次の機関を置く。
　　１．総会
　　２．代議委員会
　　３．学級会
　　４．執行委員会
第五条　総会は、会長の承認を経て議長団がこれを招集する。
　　２　総会は、正会員の過半数の出席を必要とし、その３分の２以上の賛成によって議決

される。
　　３　総会は、本会則の改正及び諸規定の承認・予算案および決算の承認・学友会役員の

承認・その他の重要事項を審議・決定する。
　　４　定例学生大会は、年２回５月、12月に行う。
第六条　代議委員会は、代議委員及び執行委員をもって構成し、本会運営に必要な事項を審

議・決定する。代議委員会の決議事項については、会長の承認を経て執行するものと
する。

第七条　学級会は、コース・クラス会員をもって構成し、代議委員会に提出する意見をまとめ、
各自協力して円滑に運営する。

第八条　執行委員会は、執行委員をもって構成し、一切の方針・計画を執行する。
第九条　特別実行委員会は、学友会行事を円滑に進めるため、特別に代議委員会又は執行委

員長の任命により実行委員を選出する。

　　第三章　役　員
第十条　本会には次の役員を置く。
１．学友会会長……学長がこれにあたる。学友会の行事・運営は会長の承認を必要と

する。
２．学友会顧問……特別会員の中より会長がこれを委嘱し、学友会の行事・計画・運営

の相談に当たらせる。
３．代議委員………学級会において６月に２名ずつ選出する。
４．執行委員……… ○ 執行委員長　１名　　 ○ 副委員長　２名
　　　　　　　　　 ○ 文化委員　　１名　　 ○ 体育委員　１名
　　　　　　　　　 ○ 厚生委員　　１名　　 ○ 会計委員　２名
　　　　　　　　　 ○ 企画委員　　２名　　 ○ 特別実行委員（必要時）
５．執行委員長……執行委員長は、正会員の中から互選し、学友会行事・計画を総理し

他の各部を統轄する。
　　６．執行副委員長…委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
　　７．他の執行委員も正会員の中より互選し、次の事業（務）を分担し、執行委員長を補

佐する。
文化委員……文化各部を統轄し、各文化活動を総括する。
体育委員……体育各部を統轄し、各体育活動を総括する。
厚生委員……会員の健康管理及びその他の厚生業務を総括する。
会計委員……会費の徴収及び会計事務一切の業務を担当し、本会の財政管理に当

たり、収支を明細にし、年度末に決算報告を行う。
企画委員……特定の目的を遂行するために必要な活動を計画する。

　　８．議　長　団……議長１名、副議長１名、書記１名で構成し、代議委員会において正
会員より推薦し、総会及び代議委員会の議事に当たる。

　　９．会計監査委員は代議委員会において２名推薦し、学友会の会計監査の業務に当たる。
第十一条　各委員は、それぞれの事業を行うため補佐を設置することができる。
第十二条　役員の任期は１カ年とする。ただし再任を妨げない。

　　第四章　会員の権利及び業務
第十三条　正会員は次の権利・業務を有する。
　　　１．会員は、本会の利益を受ける権利を有する。
　　　２．本会の運営について自由に意見を述べ、報告を受ける権利を有する。
　　　３．本会の会費を納入する義務、予算案及び決算の報告を受ける権利を有する。
　　　４．規約を遵守し、又、決定事項、その他本会の秩序を守る義務を有する。
　　　５．その他、本会の健全なる発展のために協力する義務並びに本会則に定められた権

利・義務を有する。

　第五章　会　計
第十四条　学友会の経費は、本会の運営並びに諸活動のために支出される。
第十五条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
第十六条　本会の運営に要する経費は、正会員の納入する会費及びその他の収入をもってこ

れに当てる。
第十七条　本会の会費は、総会において決定し、各学年始めの授業料と共に納入する。
　　　　　一度徴収したものは、いかなる理由があっても、これを返還しない。
　　　２　本会の現金保管は、本学事務局に委任する。
第十八条　臨時に特別な経費を必要と認めた場合は、代議委員会において審議し、会長の承

認を経て徴収する事ができる。

　　第六章　補　則
第十九条　学友会運営及び各機関の細則は、必要に応じて補足していくものとする。
第二十条　本会則の改正は、代議委員会の２分の１以上の要求があった場合、及び、全会員

の５分の１以上の連署による要求がある場合は総会に改正案を提出し、出席正会員
の３分の２以上の承認を得て改正する。

第二十一条　本会則に明記されていないものは、そのつど代議委員会において審議し、会長
の承認を経て執行する。

　　　附　則　本会則は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則　本会則は、昭和57年４月１日から施行する。

　　　　　⑽　中九州短期大学学生寮寮則

　　第一章　総　則
第一条（目的）中九州短期大学学生寮（以下「寮」という）は、本学の学生を収容し、修学

の便宜をはかり、規律ある学生生活を営ませることを目的とする。
第二条（寮の管理・運営）寮の管理・運営には八商学園中九州短期大学があたる。寮務およ

び寮生の指導・監督は学生課所管とする。
第三条（担当委員会）学生課長は必要に応じ、寮務および寮生の指導・監督について、厚生

補導委員会にはかるものとする。
第四条（舎監長）寮には舎監長をおく。舎監長は本学教員より学長が任命する。
第五条（舎監）寮には舎監をおく。学長がこれを任命する。
第六条（舎監長の職務）舎監長は舎監の協力を得て寮生の指導・監督にあたる。
第七条（舎監の職務）舎監は、原則として寮に常駐し、舎監長の命に従い寮務を掌る。

　　第二章　各種委員会等
第八条（学寮連絡委員会）本学と寮生の連絡を円滑にするために学寮連絡委員会を設ける。
第九条（構成委員）学寮連絡委員会の委員は、厚生補導委員、舎監長、舎監と寮生委員とし、

学生課長がこれを招集する。
第十条（寮生委員会）寮の秩序の維持と寮生相互の親睦をはかるために、寮生委員会を設

ける。
　　２　寮生委員会は、寮長１名、副寮長２名、書記１名、会計２名をもって構成する。なお、

必要に応じ舎監長、舎監を参加させることができる。
　　３　委員の任期は１年とし、寮生の互選とする。
第十一条（委員の任務）寮長は舎監長、舎監に協力し、寮生活の向上と円滑な運営をはか
　　　る。
　　　２　副寮長は寮長を補佐し、寮長不在のときはその任務を代行する。
　　　３　書記は寮生委員会およびその他、寮における会議等において記録をとる。
　　　４　会計は、寮における催物等のために必要な会計業務を担当する。
第十二条（寮生全体集会）寮生委員会が必要と認めたときは、寮長は舎監長に届けて寮生全

員による集会を開くことができる。

　　第三章　入寮および退寮
第十三条（選考）入寮の選考は厚生補導委員会が行い、学長が入寮を許可する。
第十四条（入寮の要件）入寮資格のある者は、中九州短期大学に在籍する女子学生で、寮則

を遵守する用意のある者とする。
第十五条（時期）入寮の時期は原則として年度始めとする。ただし、空室がある場合はこの

限りではない。
第十六条（在寮期間）寮生の在寮期間は１カ年とする。
　　　２　やむを得ない理由で中途退寮する場合は、原則として既納の入寮費・寮費は返納

しない。

　　　３　寮生が引き続き在寮を希望する場合は、その旨学生課に申し出、新たに許可を得
て在寮することができる。

第十七条（手続）入寮を希望する者は、入寮願、誓約書等を学生課に提出しなければなら
ない。新入生以外の入寮希望者は上記書類の他、健康診断書を添付しなければな
らない。

　　第四章　費　用
第十八条（会計年度）寮の会計年度は４月１日から始まり、翌年３月31日までとする。
第十九条（納入）入寮の許可をうけた者は、所定の期日までに入寮費・寮費を納入しなけれ

ばならない。所定の期日までに手続きが完了しない学生には入寮許可を取り消し又
は退寮を命ずることが出来る。

　　　２　入寮費、寮費は年度始めに一括して本学経理課に納入しなければならない。
第二十条（納入額）入寮費、寮費の額については別に定める。

　　第五章　閉寮期間
第二十一条（閉寮期間）閉寮期間は次の通りとする。
　　　　①　春季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　②　夏季　　学年暦に応じて別途指定する
　　　　③　冬季　　12月29日から１月３日まで
第二十二条（残留）春、夏、冬季休業期間中に寮に残留する者は、あらかじめ舎監長の承認

を得なければならない。

　　第六章　その他
第二十三条（期間の厳守）寮生は規律ある寮生生活を維持するために門限、食事時間、消

燈時間等定められた時間を守らなければならない。なお、日課・時限は別に定
める。

第二十四条（外出）平日は放課後より、休日は朝食後より門限までを外出時間とする。た
だし、特別の事情で時間の延長を要するときは、舎監長に届け、許可を得なけれ
ばならない。なお、延長時間は22時をもって限度とする。

第二十五条（外泊願）寮生が外泊しようとするときはあらかじめ、保護者に連絡を取ったう
えで、外泊願を提出し舎監の許可を得なければならない。

第二十六条（帰省）帰省は原則として春、夏、冬季の長期休暇期間のみとする。
　　　　　この期間以外に帰省する必要が生じた場合、前条に準じ許可を得なければならな

い。
第二十七条（退寮命令）寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は学務委員会の審議を

経て、退寮を命ずることができる。
　　　　　１．学則、寮則、その他本学の諸規則に違反したり、共同生活に不適当と認めら

れた者
　　　　　２．寮費、その他の諸費を滞納した者

第二十八条（火気の使用）火気の使用は前もって舎監の許可を得なければならない。なお、
使用可能な火気、およびその使用期間は別に定める。

第二十九条（弁償）寮生は寮の建物・設備および備品等を破損・紛失した場合は、これを弁
償しなければならない。

第三十条（非常時の対処）寮生は、火災、その他非常時の場合は、舎監の指導の下に消火、
その他適切な措置をとらなければならない。

第三十一条（改正）この規則を改正する場合は学長がこれを行う。

　　　附　則
この規定は、昭和51年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、昭和59年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
この規定は、平成31年４月１日から施行する。

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。
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Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。

000 総　　　記

日 本 十 進 分 類 法

主 綱 表（百区分）

図 書 館
図 　 書 ・ 書 誌 学
百 科 事 典・索 　 引
論文集・講演集・雑書
逐 次 刊 行 書・雑 誌
学 　 会 ・ 博 物 館
新 　 聞 ・ 新 聞 学
双 　 書 ・ 全 　 集

010
020
030
040
050
060
070
080
090

300 社 会 科 学
政 治
法 律
経 済
財 政
統 計
社 会 学・社 会 問 題
教 育
民 　 俗・風 俗 習 慣
国 　 防 ・ 軍 　 事

310
320
330
340
350
360
370
380
390

100 哲　　　学
哲 学 各 論
東 洋 思 想
西 洋 哲 学
心 理 学
倫 理 学
宗 教
神 道
仏 教
キ リ ス ト 教

110
120
130
140
150
160
170
180
190

400 自然 科 学
数 学
物 理 学
化 学
天 文 学
地 学
生 物 学 ・ 博 物 学
植 物 学
動 物 学
医 　 学 ・ 薬 　 学

410
420
430
440
450
460
470
480
490

200 歴　　　史
日 本
ア ジ ア
ヨ ー ロ ッ パ
ア メ リ カ
北 ア メ リ カ
南 ア メ リ カ
オ セ ア ニ ア
伝 記
地 　 誌 ・ 紀 　 行

210
220
230
240
250
260
270
280
290

500 工学・技術
土 木 工 学
建 築 学
機 械 工 学
電 気 工 学
海 事 工 学
採 鉱 冶 金 学
化 学 工 業
製 造 工 業
家 事

510
520
530
540
550
560
570
580
590



－56－

Ⅷ．附 属 図 書 館

　　　　　⑴　中九州短期大学附属図書館規則
 （目　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、図書およびその他の図書

館資料（以下「図書」という。）を収集・管理し、本学教職員ならびに、学生の研究・調査・
学習の利用に供することを目的とする。

 （図書館の業務）
第二条　図書館は次の事項をつかさどる。
　　　１．図書印の保管に関すること。
　　　２．図書の選定および購入に関すること。
　　　３．図書の分類、目録の作成および配布に関すること。
　　　４．図書の整理・保管・除籍・閲覧および貸出に関すること。
　　　５．レファレンス・サービスに関すること。
　　　６．図書館の統計に関すること。
　　　７．文書の発送、帳簿の整理および保存に関すること。
　　　８．研修、講習、講演および会議に関すること。
　　　９．寄贈および寄託図書に関すること。
　　　10．文献複写に関すること。
　　　11．視聴覚資料および特殊資料に関すること。
　　　12．図書館の衛生環境に関すること。
　　　13．図書館内における学生のマナーに関すること。
　　　14．その他図書館に関すること。
 （寄贈図書）
第三条　寄贈および寄託図書は、特に条件を付したものの他、本学所蔵の図書と同一に取り

扱うものとする。
 （事務分掌規程）
第四条　図書館の事務管理に関する規程は別に定める。
 （図書閲覧および貸出規程）
第五条　図書閲覧および貸出に関する規程は別に定める。
 （図書館職員）
第六条　図書館に次の職員を置く。
　　　　　図書館長　　　１名
　　　　　事務長　　　　１名
　　　　　事務職員　　　若干名
第七条　事務職員は原則として司書および司書補をもってあてる。

 （図書館長の選出）
第八条　図書館長の選任については、学長が任命する。
　　　２．図書館長は図書館の運営業務を統括する。
 （図書委員の選出）
第九条　図書館に図書委員を置く。　　
　　　２．図書委員は、各学科から２名計４名を選出し学長が委嘱する。任期は２年とし重

任を妨げない。ただし補欠によって選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
 （図書委員会）
第十条　図書館長・図書委員をもって図書委員会（以下「委員会」という。）を構成する。委

員会は、図書館資料の選定・除籍および図書館に関する重要な事項を審議する。
　　　２．図書委員会の規程は別に定める。
 （規則の改正）
第十一条　この規則の改正は、学長がこれを行う。
　　附　則
この規則は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。　　
　　附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑵　中九州短期大学附属図書館 図書閲覧および貸出規程
 （目　　的）
第一条　中九州短期大学附属図書館（以下「図書館」という。）の図書館資料の管理および利

用に関し、必要な事項を定める。
 （図書館の利用者）
第二条　図書館を利用できるものは、次の各号に該当する者とする。
　　　⑴　専任教職員および非常勤講師
　　　⑵　学生（留学生を含む）　
　　　⑶　科目等履修生
　　　⑷　研究生
　　　⑸　「高等教育コンソーシアム熊本」に加盟している大学等の学生
　　　⑹　その他図書館長が許可した者
第三条　本学の聴講生、委託学生および公開講座等に参加している社会人は、図書館長の許

可を経て図書館資料を利用することができる。
 （図書館の開館）　
第四条　図書館は、日曜日・国民の祝日・夏期冬期休暇の一定期間ならびに臨時休館を除き、

毎日開館する。開館時間は次のとおりとする。
　　　　　平　日　　　午前８時30分から午後５時15分
　　　２．開館時間については変更することがある。
 （図書閲覧証）
第五条　図書館を利用しようとする者は、学生証または図書閲覧証等を携帯し、所定の手続

きを経なければならない。
 （図書閲覧証の再交付）
第六条　学生が図書閲覧証の再交付を受けようとする時は、学生証および所定の料金の領収

書を添え、図書館事務室に申し込まなければならない。
 （図書の閲覧）
第七条　開架閲覧室に配架されている図書館資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、

閲覧の終わった図書館資料は、各自所定の場所に返却するものとする。
　　　２．第２条第２号から第６号に定める者が閉架書庫内図書の閲覧を希望する場合は、

図書館システムより検索し、所定の「図書利用票」に必要事項を記入のうえ閲覧証
等を添えて係員に提出するものとする。

第八条　図書館長が指定する図書館資料は館内閲覧を制限することがある。
 （館外貸出）
第九条　館外貸出の冊数および貸出期間は次のとおりとする。
　　　⑴　本学教職員は50冊を限度として６カ月以内
　　　⑵　非常勤講師は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑶　学生は２冊を限度として７日以内
　　　⑷　学生が指導教官の承認を得た場合は、更に４冊を限度として14日以内　

　　　⑸　事務職員は５冊を限度として１カ月以内
　　　⑹　図書館長が許可した者（第２条第５号）は、２冊を限度として14日以内
　　　⑺　休暇中の貸出はその都度定める
第十条　次に掲げる図書は貸出をしない。
　　　⑴　貴重図書および特定の図書
　　　⑵　辞書・年鑑・法令集等の特定参考書と認められるもの
　　　⑶　統計書および図表
　　　⑷　新刊の和・洋雑誌および新聞
第十一条　貸出図書は他に転貸をしてはならない。
 （貸出図書の返却）
第十二条　貸出図書は期限内に返却しなければならない。
第十三条　図書の貸出期間内であっても、図書館からの返却請求があった場合は、直ちに返

却しなければならない。
第十四条　貸出期間経過後なお返却しない者には、図書館での閲覧および貸出を禁止すると

ともに延滞金を徴収する。
　　　　２．延滞金は別に定める。
第十五条　学生は退学・休学・転学・除籍および卒業のとき、直ちに貸出図書を返却しなけ

ればならない。
 （教職員の貸出図書の返却）
第十六条　教職員は退職・休職等の場合は、直ちに貸出図書を返却しなければならない。
 （図書の弁償等）
第十七条　図書館資料および図書館設備に損傷を与えたものは、図書館長の指示に従ってこ

れを弁償しなければならない。
２．図書館利用者が、この規程および別に定める諸規則に違反した場合、図書館長
は図書館の利用を制限または禁止することがある。

 （レファレンス・サービス）
第十八条　図書館を利用する者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができ

る。
　　　　⑴　図書館資料および施設の利用
　　　　⑵　図書館資料の所在および所蔵についての調査および援助
　　　　⑶　文献および情報検索についての調査および援助
 （文献複写等）
第十九条　図書館資料の複写は、教育・研究および調査を目的とする場合にのみ著作権法の

範囲内において複写することができる。
２．図書館長は、次の各号に該当する場合は複写を制限し、または禁止することが
ある。
　⑴　複写により図書館資料の原形を損傷するおそれがある場合
　⑵　図書館資料の原形を解体しなければ複写できない場合

　⑶　当初から図書館資料の損傷がはなはだしい場合
　⑷　図書館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
　⑸　その他図書館長が特別の事由があると認めた場合
３．複写による当該文献に関して著作権上の問題が生じた場合は、複写を依頼した
者がその責任の全てを負うものとする。

 （他大学図書館との連携）
第二十条　図書館は利用者のため、広く他大学図書館等と協定したうえ閲覧、複写、貸出等

の相互協力を図るものとする。
２．図書館は所蔵していない図書館資料を他大学図書館等に利用の依頼を行うこと
ができる。なお、利用については当該図書館の定めるところによる。
３．他大学等から図書館利用の申し出があるときは、館長が図書館の利用状況を考
慮のうえ、閲覧、複写、貸出等を許可することができる。

 （規程の改廃）
第二十一条　この規程の改廃は、図書委員会が起案し、学長がこれを行う。
　　附　則
この規程は、昭和49年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、昭和50年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

　　　　　⑶　図 書 館 案 内
Ⅰ　入　館　案　内

◇　入　館　資　格
　１　本学の職員・学生
　２　その他特に館長が許可したもの。
◇　開館および休・閉館
　１　開館時間
　　　平　日 ……… 午前８時30分から午後５時15分まで
　　　必要に応じ開館時間を変更することがある。
　２　休館日
　　　日曜日・国民の祝日・土曜日（ただし土曜日に講義を行う場合、開館する場合もある。）
　　　（休暇中の一定期間、ならびに臨時の休館はそのつど掲示します。）

Ⅱ　館 内 利 用 心 得
１　所持品（ノート、筆記具類を除く）の携帯、ならびにオーバーなどの外被の着用は一切
認められません。
２　閲覧に必要のない物品を持込まないこと。
３　携帯品は各自注意すること。
４　館内の歩行は静かにし、みだりに談笑しないこと。
５　協議またはこれに類する行為をしないこと。
６　掲示またはこれに類する行為をしないこと。
７　喫煙、または飲食物を持ち込まないこと。
８　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
９　他人の図書閲覧券を使用しないこと。
10　返納期限を厳守すること。
11　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書は丁寧に取扱い、書き込み、汚損など
しないこと。
12　カードは調べた後で必ず所定位置に返しておくこと。
13　辞書、百科事典、雑誌、新聞を利用し終ったら元の位置に返しておくこと。
14　不審な点があったら事務室の係員に聞くこと。
15　希望があったら係員に申し出ること。

Ⅲ　図書等の利用について
◇　館　内　閲　覧
〈開架図書〉
　　閲覧室には次のような図書が配架してあり、直接図書に接して利用することができる。
書架に見出しがつけてあるから参照すること。ただし、希望する図書が見当たらないとき
は、図書館システムで検索し、なお、不明なときは係員にたずねること。
１）一般開架図書
　　一般図書・専門図書が分類順に配架してある。
２）参考図書
　　百科事典、専門辞典、便覧、ハンドブック、用語集、人名録、統計書、年鑑等のいわゆ
る参考図書を全面開架しています。
　　★参考図書は一切貸出をいたしません。
３）雑　誌
　　室内の雑誌は自由にとり出して閲覧できますが、貸出は一切いたしません。
　　なお、バックナンバー（既刊雑誌）は一定期間後に合冊製本して書庫に移します。
４）新　聞
　　閲覧室には、次の新聞がおいてある。
　　朝日・日本経済・熊日・読売

◇　館　外　貸　出
１）閲覧証の使用
 ○ 館外貸出をうけようとするものは、あらかじめ年度の始めに閲覧券を発行してもらう。
　館外帯出をうけるときは、閲覧券を添えてカウンターに提出して図書を帯出する。
 ○ 図書を返納する時は閲覧券を受け取る。
 ○ 閲覧券は在学期間中使用できますが、卒業、退学、除籍に際しては、直ちに図書館に返
納して下さい。

 ○ 紛失・不正使用で生じた事故については、記名本人がその責任を負わねばなりません。
紛失の場合は、すみやかに図書館に届出て、再交付を受けて下さい。

２）普通貸出冊数と貸出期間
　　２冊以内、１週間以内
　　但し帯出期間中に継続借覧を申出れば、一度にかぎり１週間の帯出延長が認められます。
 ○ 春期、夏期、冬期の各休暇には帯出期間延長の特別措置がとられます。
　　詳細はその都度、休暇前に掲示されます。
３）禁帯出図書
　　次の図書は館外貸出をしない。
　　参考図書、最新刊の新聞・雑誌その他禁帯出の表示のしてある図書。

Ⅳ　コピーサービスについて
　コピーコーナーには複写機がおかれ、学習活動を円滑にするためのコピーサービスを行っ
ています。
※複写受付をしないもの　講義ノート、プリント、楽譜、テキスト、名簿類、一般図書、参
考図書を調査研究以外の目的で複写する場合。

600 産　　　業
農 　 業 ・ 農 　 学
園 　 芸 ・ 造 　 園
蚕 糸 業
畜 　 産 ・ 獣 医 学
林 業
水 産 業
商 業
交 通
通 信

610
620
630
640
650
660
670
680
690

800 語 　 　 学
日 本 語
中 国 語・東 洋 諸 語
英 語
ド イ ツ 語
フ ラ ン ス 語
ス ペ イ ン 語
イ タ リ ア 語
ロ シ ア 語
そ の 他 諸 国 語

810
820
830
840
850
860
870
880
890

700 芸　　　術
彫 刻
絵 　 画 ・ 書 　 道
版 画
写 　 真 ・ 印 　 刷
工 　 芸 ・ 美 　 術
音 　 楽 ・ 舞 　 踊
演 　 劇 ・ 映 　 画
体 　 育 ・ス ポ ー ツ
諸 　 芸 ・ 娯 　 楽

710
720
730
740
750
760
770
780
790

900 文 　 　 学
日 本 文 学
中 国 文 学・東 洋 文 学
英 米 文 学
ド イ ツ 文 学
フ ラ ン ス 文 学
ス ペ イ ン 文 学
イ タ リ ア 文 学
ロ シ ア 文 学
そ の 他 諸 国 文 学

910
920
930
940
950
960
970
980
990
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　

種　　類

第一種
（無利子）

第二種
（有利子）

募　集　内　容
人物・学業・健康に優れ、経済理由により著しく就学困難な
ものに貸与します。
高校成績平均　　3.5以上
自宅通学生　　月額 53,000円
　　　　　　　　（2万円・3万円・4万円に減額可能）
自宅外通学生　　月額 60,000円
　　　　　　　　（2万円・3万円・4万円・5万円に減額可能）

一種に準ずるが、月額2万円～12万円（1万円単位）から各自
選択することができます。

給付 所得税が非課税の世帯、またはそれに準ずる世帯の学生に給付
されます。なお、課税額により給付額が３つに区分されます。
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　

種　　　類 金　額 種　　　類 金　額

成 績 証 明 書

在 学 証 明 書

卒 業 証 明 書

卒 業 見 込 証 明 書

学生証・図書閲覧券（再発行）

仮学生証（当日限り有効）

400円

400円

400円

400円

1,500円

200円

400円

400円

400円

400円

400円

400円

400円

幼稚園教諭二種免許状取得見込証明書

保育士資格取得見込証明書

保 育 士 資 格 取 得 証 明 書

単 位 取 得 見 込 証 明 書

健 康 診 断 証 明 書

そ の 他 証 明 書

学位証明書（但し、平成17年度入学生以降の者）
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　

種　　　類 金　額 種　　　類 金　額

履 歴 書 （ ３ 枚 入 り ） 100円 150円原稿用紙（210字詰、50枚綴）
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　

中 川 靜 也
坂 本 哲 朗

川 井 健 次
松 永 智 也
久 保 英 樹
篠 原 淑 子
黒 木 真 吾
宇野木　広　樹
松 本 末 信
村 上 幸 生

教 育 史
社 会 学 概 論

経 営 学
介 護 過 程
社 会 福 祉 概 論
からだ のしくみ
生 活 支 援 技 術
経 済 学
介 護 基 本
コンピュータ概論

赤 　 峯 　 美 津 子
池 田 竜 介
礒 部 雄 大
稲 　 田 　 美 和 子
岡 山 愛 子
小 野 尚 寿
賀 　 久 　 久 美 子
桐 原 　 誠
國 生 絵 美
坂 口 慶 多
竹 永 　 鴻
辻 　 啓 司
鶴 濵 邦 昭
中 村 京 子

鶴　濵　邦　一（事務局長）
中　川　　　浩（事務長）
井　坂　和　義（主任）
緒　方　ひとみ
段　原　佳　子
中　川　恭　子
賀　久　英　之
濵　田　勇　樹
松　本　のどか

基 礎 音 楽
保 育・教 育 課 程 論
簿 記
子 ど も の 食 と 栄 養
保 育 内 容 指 導 法
コミュニケーション技術Ⅰ
乳 児 保 育 Ⅰ ・ Ⅱ
社 会 的 養 護 Ⅰ ・ Ⅱ
障 害 児 保 育
簿 記 演 習
生 活 支 援 技 術 Ⅲ
障 害 総 論
所 得 税 法
医療的ケア概論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

中 村 久 美
原 田 八 重
松 岡 美 羽
三 浦 栄 子
皆 吉 秀 太
宮 部 明 子
村 　 上 　 亜 由 美
村 橋 哲 也
森 　 上 　 真 由 美
山 口 亮 治
山 田 倫 子
嘉 　 原 　 カ ヲ リ
米 本 直 美

コミュニケーション技術Ⅱ
日 本 国 憲 法
基 礎 音 楽
基 礎 音 楽
介 護 基 本 Ⅳ ・ Ⅵ
基 礎 音 楽
情報ビジネス論Ⅰ・Ⅱ
外国語コミュニケーション
臨 床 心 理 学
生活支援技術Ⅶ・Ⅷ
基 礎 音 楽
こ ど も と 言 葉
英 語 応 用

国 語 表 現 法
幼 児 体 育
基 礎 音 楽
造 形
教 育 原 理
相 談 援 助
保育内容（環境）
保育内容（人間関係）
実 習 指 導

理事長・学長・教授
副学長・教授

教 授
教 授
教 授
准 教 授
准 教 授
准 教 授
講 師
講 師

教 授
教 授
准 教 授
講 師
講 師
講 師
講 師
講 師
助 教

山　本　八重子
村 上 清 英
田 邊 裕 子
森 本 直 樹
惟 任 泰 裕
矢ヶ部　陽　一
池 上 由 美
中 園 博 文
田 中 優 也

専　任　教　員

非 常 勤 講 師

事　務　局

川　井　和　美
萩　田　いくみ
Phorthat Somruetai
原　田　結花里（非常勤）

荒　木　幹　太（荒木医院）
学　校　医

グローバル教育センター

氏　　名 職　　名 主要担当科目

氏　　名 主 要 担 当 科 目 氏　　名 主 要 担 当 科 目

氏　　名 職　　名 主要担当科目

経　営　福　祉　学　科

幼　児　保　育　学　科

Ⅹ．教 職 員 名 簿
（2020年度）
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　
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Ⅸ．事務局

　大学は「教育と研究」を行う機関ですが、このうちの入学から卒業までの「教育」に関係
する事務、およびの学園生活を円滑なものにするための事務を扱うために事務局に各係があ
りますが、その中で特に関係の深い係として、教務課・学生課・就職支援センター・学習支
援センターがあります。
　わからないこと、相談したいことがあれば、遠慮なく各窓口に申し出て下さい。

　　　　　⑴　教　務　課
⑴　学籍に関すること
　病気その他の理由で休学ないし退学しようとする場合は、教務課にそれぞれ『休学願』
『退学願』を提出して下さい。その際、必ず指導教員に相談して下さい。
（休学期間は、通算して２年を超えることはできません。）
　休・退学が許可されるためには、所定の期日までに授業料などの納入金を収めておくこ
とが必要です。それゆえ、これらの願い出は早めに提出して下さい。時期を失すると、納
めなくても済む納入金を納めなければならなかったり、除籍されたりすることもあります
ので、注意して下さい。願い出や届け出はすべて迅速にすることが大切です。
　休学している人が復学しようとする場合には、『復学願』を提出しなければなりま
せん。
　また、退学・除籍の人が再び本学に戻って学業を継続しようと思う場合は、『再入学願』
を提出しなければなりません。詳しくは、教務課の窓口でたずねて下さい。
　なお、本学での在学年限は学則第四条により４年間と定められています。
 （ただし休学期間はこれを算入されません。）４年間を過ぎると自動的に除籍となりま
す。
⑵　授業に関すること
　１）授業について

　各学年の履修計画を立て、それに基づいて各自の時間割を作り履修の手続き（履修
登録）をしなければなりません。この履修手続きを一科目でも怠るとその科目の試験
を受けることができませんし、また受けても無効になります。
　また、授業科目によっては毎週行われずに一定期間に集中して実施されるものがあ
ります（集中講義）。また都合により授業が休み（休講）になる場合もあります。こ
ういう場合には、事前に掲示により連絡されます。
　次に、テキストは各年度の始めに一括して本学にて販売します。販売の時期は掲示
にて連絡しますが、この時期に購入しないと各自が書店までいって購入することにな
ります。

　２）欠席届について（→出欠について）
　履修する授業には、毎時間出席するのが原則です。病気その他の不可抗力による欠

席も、出席扱いとされることはありません。
　感染症予防法（法律第百十四号）に定められた疾病に感染した場合は、出席停止と
なります。学内での感染防止のため、登校しないようにしてください。出席停止とな
る疾病に感染した場合は、医師による診断書、感染を証明できる書類を教務課へ提出
してください。なお出席停止の場合も欠席扱いとなります。
　また、特別に認められた部活動（特別強化種目）の、全国大会へつながる公式大会（試
合）への参加による欠席の場合は、公欠となります。大会参加を証明できる書類を教
務課へ提出してください。公欠の上限は３回までとし、授業担当教員が必要と認める
場合には、３回を上限に補講を行うことがあります。
　なお、出欠の規定については、学則第16条の３・４及び試験に関する細則第２条の
⑵も参照してください。

⑶　履修登録
　①　カリキュラム
　カリキュラムは、各学年においてどういう授業科目を履修できるかを示したもので
す。この中で、卒業に必要かどうかということを、「必修科目」「選択科目」に分けて表
しています。
　「必修科目」とは、全員が２年間のうちに必ず修得しなければならないもの。「選択科
目」とは、その中から必要な科目を選び、やはり２年間で修得しなければならないもの
です。このことをよく検討したうえで、１年間の履修計画を立てることが必要です。

　②　履修登録
　１年間に授業を受けようと思う科目は、大学側に届け出ることが必要です。大学では、
提出された履修の届け出をもとに担当教員へその年度の履修者名を連絡します。各担当
教員はその履修者名簿をもとに講義を行い、学期末に試験をし、その結果単位を認定し
ます。
　上記の通り、履修登録→授業→試験→単位認定（卒業、免許・資格の取得）という一
連の流れの中で、履修登録は出発点になります。これを怠ると授業は受講出来なくなり、
試験では受験資格がなくなり単位認定も受けられなくなりますので履修登録には十分注
意が必要です。

⑷　試　験
　①　定期試験
　前期または後期の各学期末に行う定期の試験を定期試験といいます。前期または後
期終了科目は、その学期末に１回、通年科目は各学期末２回、または後期に１回のみ実
施します。

　②　追試験
　定期試験を病気その他やむを得ない事由によって受験できなかった学生に対して実
施する試験を追試験といいます。この追試験を受験できる学生は、定期試験終了後２
日以内に教務課で所定の手続きを済ませた学生に限られます。

　③　再試験
　定期試験の結果が不合格（59点以下）になった学生に対して実施する試験を再試験と
いいます。

　④　試験時間割
　定期試験の時間割は原則として試験実施１週間前に掲示にて発表します。

　⑤　成績発表
　成績は、各学期末に各自へ配布します。
　不合格となった科目は、追試験または再試験を受験し、その結果なお不合格の場合は
翌年度に再履修することが必要です。

　⑥　卒業並びに学士の授与
　大学に通算して２年間以上在学し、定められた学費を納入し、学則第十二条の単位
（64単位以上）を取得した者に対して、教授会は、学長が卒業の決定を行うに当たり、
意見を述べるものとし、「短期大学士」の学位が授与されます。

　　　　　⑵　学　生　課
⑴　学生相談
　学業を進めていく上でも、人間として自分を確立していく上でも、いろいろな問題や悩
みが生じる場合があります。そのような場合は、速やかに先生方や学生課担当係を尋ねて
アドバイスを受けて下さい。
⑵　学生証（身分証明書）
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。必要な時にはいつでも呈示できる
よう常に携帯して下さい。
①　学生証は、入学後に交付します。
②　定期試験は、学生証の呈示がないと受験できません。忘れた場合は仮学生証を発行
しますが、当日限り有効です。（前期・後期で各１回ずつ）
③　学生証を紛失・破損した場合は、直ちに『証明書交付願』に写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
を添付し、学生課で再発行の手続きをして下さい。
④　学生証の有効期限は２年ですので、各自大切に保管して下さい。退学・除籍等で学
籍を離れた場合は、学生課まで返却しなければなりません。
⑤　学生証は、他人に貸与又は譲渡することはできません。

⑶　通学定期・学割証（学生割引証明書）
　ＪＲおよびバスを利用し通学する場合は、「通学証明書兼通学定期券申込書」に所要事
項を記入し申し込んで下さい。翌日に発行します。
⑷　自動車・バイク・自転車通学
①　自動車・バイク・自転車で通学する場合、次の手続きを行って下さい。
　　ただし各種条件により許可できないことがあります。
イ　自動車
　　任意保険証のコピーと所定の登録料で許可証を交付。

ロ　原付バイク・自動二輪車
　　自賠責保険・任意保険に加入して下さい。
ハ　自転車
　　防犯登録を行って下さい。
②　自動車・バイク・自転車は所定の位置に駐車駐輪して下さい。
③　学内での接触・衝突などの事故については、当時者同士で話し合い解決して下さい。
大学は責任を負いません。
④　無断駐車はレッカー移動等しかるべき措置をとります。

⑸　奨学金
　勉学の意欲を持ちながら経済的な理由によって学業の継続が困難な学生のために、日本
学生支援機構、各地方自治団体および民間団体の奨学金制度があります。
　①　日本学生支援機構

進学届　　高校で第一種奨学生又は、第二種奨学生の予約採用者として決定している学
生は、『進学届』を学生課まで提出して下さい。

在学届　　高校在学時に、日本学生支援機構奨学生であった学生は『在学届』を学生課
まで提出して下さい。提出すると本学在学中は奨学金の返還が猶予されます。
「在学届」は学校で発行する「在学証明書」ではありませんので注意して下
さい。

　②　地方公共団体・民間団体の奨学金制度
各地方自治体及び民間の育英団体の奨学制度は、奨学金の月額がそれぞれに異なり採用
数は若干名です。
イ　熊本県育英資金
ロ　㈶鶴友奨学会
ハ　㈶壽崎育英財団
ニ　熊本県保育士修学資金・熊本県介護福祉士修学資金
ホ　㈶交通遺児育英会
ヘ　あしなが育英会

　　　　　※　希望者は奨学金説明会に必ず参加して下さい

⑹　学生寮（女子）
　本学には、女子学生の修学の便宜を図る目的で学生寮を設けています。寮生活は下宿な
どでの生活と比べ経済的利点があるだけでなく、規律ある生活を送ることが出来ます。ま
た、寮生活における何よりの利点は、その集団での生活を通じ寮生同士が人格的に触れ合
いお互いに切磋琢磨し、人間的に大きく成長することにあります。
　さて、寮には規律ある生活をするために、ルール（中九州短期大学学生寮寮則）が設け
られており、寮生はそのルールに従って寮生活をしなければなりません。また寮には、寮
生の生活指導、お世話、相談などのために舎監長、舎監を配置しています。
　しかし、規律ある生活の中にも和やかな生活があります。新入生歓迎会、寮生グループ
の大学祭への参加、卒業生送別会等、寮生自身による企画・活動があります。寮長等の委
員を互選したりして寮生活をより楽しいものにしようと寮生が互いに協力し励ましあい、
時にはぶつかりあいながら青春の素晴らしい１ページを作ります。寮生でなければ体験で
きないような実り多い学生生活がここにあります。
⑺　下宿・アパート
　新入生の中で下宿・アパートを希望する人には、斡旋・紹介を学生課にて行います。し
かし、最終的な判断は自分で行って下さい。
　なお、在学生に対しては、斡旋をしませんので学生課窓口において情報を得て各自で決
めて下さい。
　自宅外での生活は特に地域住民とのかかわりが深くなります。地域の方と十分コミュニ
ケーションをとり、各自、地域の一員として責任を持って生活して下さい。
⑻　健康診断
①　学生は本学が実施する健康診断を必ず受けてください。これは、本人の健康管理のた
めと同時に公衆衛生のために実施されるものです。
　　定期検診の項目は、次の通りです。
イ　胸部レントゲン間接撮影
ロ　身体測定（身長・体重・胸囲・視力・色覚）
ハ　内科検診（現在病、既往症の有無。）
ニ　尿検査（糖、蛋白、潜血、PH）
　　以上を４月から５月にかけて行います。
②　健康診断の結果、必要に応じ治療を求めたり、登校を停止したりすることがありま
す。
③　健康診断を受診していない場合、一部の証明証を発行しないことがあります。
④　万一、定期健康診断を受けられなかった場合は、最寄りの病院で健康診断を受けて、
必ず学生課へ健康診断書を提出して下さい。

⑼　加入保険
　学生が安心して教育活動ができるように、次の保険に全員加入しています。

①　学生教育研究災害傷害保険
　　正課中及び学校行事中等で、急激かつ偶然な外来の事故による身体への傷害を受けた
場合、保険金が支払われます。
　　また、学生が被る種々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険
制度でもあります。
　　この保険制度は、保育実習・教育実習・インターンシップ・介護体験活動にも適用さ
れます。
②　普通傷害保険
　　この保険は、主に大学の講義のため大学または大学が指定する場所と被保険者の住所
との往復の時の事故に適用されます。
　　事故が発生した場合は、速やかに学生課へ報告して下さい。
⑽　国民年金保険料学生納付特例の申し込み
　満20歳から国民年金保険料の納付義務が発生しますが、手続きを行うことで学生の期間
は納付義務が免除されます。希望者は学生課へ問い合わせて下さい。
⑾　ロッカー
　ロッカー使用を希望する学生は、決められたロッカーを卒業するまで使用することが出
来ます。鍵は、個人で管理することとなっています。ロッカーが壊れたとき（費用は個人
負担）は、直ちに学生課に届けなければなりません。
⑿　拾得物・紛失物
　学内で物品を拾得したときは、直ちに学生課へ届けて下さい。
イ　学生課に届けられた物品は、持ち主に返還します。申し出のない物品については３ヶ
月経過後処分します。
ロ　授業は教室の移動が多いので、各自持ち物には十分気をつけ、盗難予防についても各
自で注意して下さい。

⒀　アルバイト
　経済的理由でアルバイトを必要とする学生には、教育的見地から見て有益とみなされる
場合のみ、学生課で厳選のうえ掲示にて紹介します。
　アルバイト実施を希望する学生は次の事項を厳守して下さい。
①　授業への出席に差し支えのない時間帯であること。
②　アルバイトの業種として、危険を伴うもの深夜にまで及ぶもの及び学生のアルバイト
として不適当なもの（スナック・キャバレー・自動車の運転を主とするものなど）は禁
止します。

⒁　学友会
　学友会は、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深め、もって学生生活の充
実向上を図ることを目的としています。そこには、学生一人一人の意見を有意義に反映さ
せて、この目的を達成するための機構が設けられています。学友会活動についての意見や
要望は、執行委員会又は学生課に出してください。

　大学における教育は、知的教育はもちろんのことですが、同時に人格的発達を図ること
を目的としています。ですから、学友会活動や課外活動を通じてよき先輩、よき仲間との
交わりを得て、豊かな学生生活を送るよう努めてください。
　学友会では、スポーツ大会・大学祭等の行事を企画、実施しています。学生全員がこれ
らに参加し、学生生活をより有意義なものにして下さい。またクラブ活動にも積極的に取
り組んでください。
①　新入生歓迎学長杯スポーツ大会（前期に実施）
　　新入生を歓迎するにあたって、ソフトバレーボール等のスポーツ・レクリエーション
活動を通じて、教職員や１年生及び２年生の交流をまじえて親睦を図ります。
②　大学祭（ざぼん祭）
　　毎年テーマを設けて大学祭を方向づけ全学生が一致協力して実施します。
③　クラブ活動
　　既存のクラブに参加することも、愛好者を集め新たに部を結成することもできます。
部結成の場合は所定の用紙により学生課まで申し出て、大学の許可を得て下さい。
　　この際、顧問１名（本学教員）の承諾印をもらったうえで、部員名簿、年間活動計画
等を添付しなければなりません。

⒂　掲　示
①　大学からの学生への連絡は、原則として掲示板で行います。毎日、登校・下校の際に
は必ず掲示板を見て下さい。掲示板を見なかったことにより、連絡されたことに対する
責任を免れることはできません。疑問がある場合には、直接窓口ヘ行き質問して下さい。
電話による問い合わせには、問題が生じやすいので応じられません。
②　校内アナウンスによる公務以外の学生の呼び出しは、緊急時以外は一切行いません。
③　学生が学内外で印刷物を配布し、または掲示しようとするときは、その責任者はその
趣旨を明らかにし、大学の許可を得なければなりません。また、掲示物は所定の場所に
配布しなければなりません。

⒃　その他
①　学外研修
　　学外での研修（ゼミ旅行や見学など）に出かけるときは、学外活動許可願を学生課に
提出して下さい（担当教員の印が必要です）。この願いがない場合は、万一事故がおこっ
た時に傷害保険の対象になりません。
②　住所等の変更
　　家庭の住所や下宿が変更した場合や電話番号や番地、氏名や保証人などに変更があっ
た場合は、すぐに届け出て下さい。用紙は、学生課窓口にあります。もし届け出がない
と大学からの連絡通信ができなくなり、その結果、本人に不利益が生じた場合は、その
責は学生諸君が負うこととなります。
③　服装・化粧
　　本学では制服を定めていません。また化粧についても特に禁じてはいません。しかし、

服装化粧とも学生にふさわしい端正で清潔であるよう心がけて下さい。髪を染めたりす
ることは望ましくありません。
　　騒音を発する類の履物を学内では使用しないで下さい。
④　飲酒・喫煙
　　学内での飲酒行為は禁止します。学校敷地内（駐車場を含）での喫煙は禁止します。
⑤　学内の環境美化
　　施設や備品を汚したり、破損しないよう心がけて下さい。次のことは誰にでもすぐで
きる、ごく当たり前のことです。是非協力して下さい。
イ　ゴミ・空き缶・空きビンは所定のゴミ箱に捨てて下さい。（ゴミの分別回収に協力
して下さい）。
ロ　学内禁煙です。学校周辺道路での歩きタバコについて苦情が出ていますので、控え
て下さい。

　　　　　⑶　就職支援センター
　就職支援センターでは、就職進学情報の収集提供、企業紹介、学校紹介、資料整備を行っ
ています。また、進路適性相談にも応じています。
⑴　進路案内及び指導に関すること
　就職活動の年間計画にもとづき、就職あるいは進学を希望する学生は全員、「進路登録
票（兼求職票）」を所定の期日までに就職支援センターへ提出しなければなりません。各
自が卒業後、どの業種・職種・地域に就職したいか、また自分自身の性格及び適性を把握
したうえでよく検討して下さい。
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて就職・進学の案内及び指導を行います。
　登録の手続きのない学生については、就職・進学の斡旋等を行わないこともあります。
⑵　求人の開拓、連絡等の就職斡旋に関すること
　「進路登録票（兼求職票）」にもとづいて、企業などへの求人の開拓を行います。求人
開拓で得た企業などの情報は、機会あるごとに提供します。その情報と自分で調べた情報
にもとづいて就職活動を行って下さい。
　大学生に関する求職・求人の日程は次の通りです。
　　イ　求人票の学生への公示………随時
　　ロ　採用内定開始…………………10月１日より
⑶　就職指導のための企画および実施に関すること
　年間計画にもとづいて、一般企業・幼稚園・保育園・福祉施設などから、担当者や現
場の先生方や先輩などを招いて就職講話を開催します。また、就職試験に備えるため模
擬試験を両学科とも数回にわたり行います。それぞれ講話や模擬試験をもとに就職の準
備を進めて下さい。
⑷　進路に関する調査・統計に関すること
　採用試験後、採否の決定の通知がありしだい就職支援センターに必ず報告して下さい。

なお、進学の場合も同様に報告して下さい。この報告にもとづいて就職状況などの調査・
統計を行います。

⑸　進路指導要領
　本学では、下記の進路指導要領に従って、学生の希望と意志を尊重しながら進路につい
て情報の提供と助言を行い、進路決定まで斡旋します。ルールを守り、良識のある態度で
臨んでください。
　　進路指導要領
１．本学は職業安定法第33条の２にもとづき本学の学生並びに卒業生の就職を斡旋する。
本学の学生で就職を希望する者は、本規定を遵守しなければならない。進学を希望す
る者もこれに準ずるものとする。
２．就職・進学を希望する学生は、大学で行う就職指導等に出席するものとする。
３．学生は「進路登録票（兼求職票）」を提出し、卒業後の進路の登録を行わなければ
ならない。未登録者には就職・進学の斡旋並びに学校推薦書の交付は行わない。
４．進路斡旋の回数は制限しないが、学校推薦は１人１件とする。応募方法が異なって
も同時に２件以上の推薦はできない。
５．推薦された学生は、求人企業が行う採用試験あるいは教育機関が行う編入学試験等
を無断で放棄してはならない。正当な理由で受験できない場合は、必ず事前に、その
旨を就職支援センターおよび求人先に届け出て了承を得なければならない。
６．学校推薦で採用内定した事業所には、必ず就職するものとする。
７．就職が内定した場合は、最初に内定（縁故、自由応募を含む）したところをもって
就職先とし、以後の斡旋はしない。
８．採用内定（決定）の通知を受けた学生はただちに、その旨を就職支援センターに届
け出なければならない。また、受験から10日以内に「受験報告書」を提出しなければ
ならない。

　　　　　⑷　学習支援センター
　本学では、学生の皆さんが健康で前向きなキャンパスライフを送れるよう「学習支援セン
ター」を３階に設置しています。皆さんの心や体の悩みについて、センター担当者がサポート
をします。具体的な利用方法を、以下に記します。
　①　学生相談
　友人や家族のことなどで悩みがある、精神的に不安定である場合には、ぜひ相談に来
てください。とにかく居場所や話し相手が欲しいといった場合もご活用ください。

　②　学習支援
　短大での授業内容、学習方法がわからないなどの場合もご相談ください。その他、障
がいのある学生に対する支援体制づくりもおこなっています（例：ノートテイク制度、手
話通訳講師の手配など）。

　③　編入相談
　卒業後の進路として、四年制大学への編入など、進学を考えている場合も、気軽にご
相談ください。編入試験のための特別講座等もおこないます。

　④　その他
　当センターには蔵書や漫画本も多く取り揃えています。開室時間は、（原則として）
月曜日から金曜日の12：30から16：30です。（ただし、時間外の活用には予約が必要な
場合もあります。）
　なお、皆さんの悩みの内容などの秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
学生の皆さんの憩いのスペースとして気軽に活用してほしいと考えています。

　　　　　⑸　庶務課・経理課
　庶務課・経理課では次の事務を取扱います。
　（庶務課）
１．学生への連絡について
①　学生への行事などの連絡については、すべて掲示板にて連絡します。
　　常に注意して見るようにして下さい。
　　また、学外からの電話による学生の呼出しは、原則として取り次ぎません。ただし、
必要と認められる場合に限り庶務課より掲示板にて学生へ連絡をします。
②　学生あての郵便については、学生掲示板で連絡します。掲示された学生は庶務課にて
郵便物を受取って下さい。

　（経理課）
１．学費について
①　学費の納入
　　学費の納入については、本学から保護者（学費負担者）あてに送付する納入用紙を用
いて所定の期限内に納入して下さい。
　　なお、保護者（学費負担者）および保証人の住所や氏名に変更が生じた場合には遅滞
なく「変更届」を提出して下さい。
②　納入金額
　　学費などの金額は「学費納入明細書」および納入用紙に記載されております。
③　納入方法
　　学費などの納入は原則として銀行振込みを利用して下さい。
　　納入用紙には、氏名、学籍番号を必ず記入して下さい。
　　　銀行の領収証は、本学の領収証に代わるものですから大切に保管して下さい。
④　納入期間
　　前期　４月４日～４月30日
　　後期　９月１日～９月30日
　　銀行振込み日を学費納入日とします。納入期限は変更する場合もありますが、その際
には文書にてご連絡します。

⑤　学費未納者
　　学費を納入期限までに納入しないときは、定期試験を受験できません。未納者には経
理課より督促状を送付しますが、引き続き未納のまま放置すれば除籍（学則第三十条）
されますので特に留意して下さい。
⑥　学費の延納願
　　やむを得ない事由により学費を期限までに納入できない場合は、速やかに所定の
「延納願」を提出して許可を受けて下さい。

２．その他
①　その他の納入金に関する会計事務も、経理課にて取扱います。
②　窓口取扱時間
　　　　平　日　　８時30分～16時30分

　　　　　⑹　各種証明書
①　次の証明書が必要な場合は、「証明書交付願」に手数料をそえて経理課に申し込み後、
翌日発行となります。

証明書等発行手数料一覧

②　次の証明書は、学生課で申込み後、翌日発行となります。
　イ．通学証明書
　ロ．学生旅客運賃割引証

　　　　　⑺　諸届・願
①　次のような場合は、届・願を速やかに教務課に提出してください。
　イ．長期間欠席する……………………………休学願
　ロ．退学したい…………………………………退学願
　ハ．復学したい…………………………………復学願
　ニ．定期試験に欠席する（した）……………欠試届

　ホ．追試験を受ける……………………………追試験受験願
②　次の場合は、学生課にて受付けます。
　イ．住所や氏名が変わった……………………変更届
　ロ．保証人などが変わった……………………変更届
　ハ．学生証を紛失した…………………………学生証再交付願
　ニ．学生証を忘れた……………………………仮学生証交付願
　ホ．寮に入りたい………………………………入寮願
　ヘ．退寮したい…………………………………退寮願
　ト．寮の門限に遅れる場合……………………門限延長願
　チ．学内で盗難などに遭った…………………被害届
　リ．クラブを新しく結成したい………………学内団体結成願
　ヌ．学外で研修を行いたい……………………学外活動許可願
③　次のような場合は、庶務課に提出して下さい。
　イ．施設・設備を使用したい…………………施設・設備使用許可願
④　次のような場合は、経理課にて受付けます。
　イ．校納金の納入が遅れる場合………………延納願
　ロ．寮費の納入が遅れる場合…………………寮費延納願
⑤　以上の「諸届・願」の中には許可を必要とする事項もあります。
　　詳しくは、担当の係に聞いて下さい。

　　　　　⑻　その他
事務局でその他販売しているもの　

学生
　駐車場

グラウンド

Ⅻ．【校舎配置図】
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学校法人　 八 商 学 園

中 九 州 短 期 大 学
NAKAKYUSHU　JUNIOR　COLLEGE

〒866-8502　熊本県八代市平山新町4438
ＴＥＬ　0965-34-7651（代表）
ＦＡＸ　0965-34-7654
http://www.nkjc.jp
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